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第１章 国・県及び他市町村における動向 

 
この章では地域情報化計画策定の前段として、国及び県が行っている情報化に関わる取

組みやその動向の把握と考察を行います。その考察をもとにうるま市の情報化推進にあた

っての検討を国・県の情報化の取組みと歩調を合わせることとし、実施する施策内容や各

施策の実施時期及び実施施策の優先度などを実施要件として提起します。 

 
１． 国の情報化動向 
（１） 「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画２００４」の取組み 

平成１５年７月に発表された「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ」においては、従来の情報化

戦略がブロードバンド環境などのＩＴインフラ整備を重視していたことにたいし、Ｉ

Ｔの利用促進に重点が置かれ、「元気・安心・感動・便利」社会をめざすための、医療、

食、生活、中小企業金融、知、就労、労働、行政サービスの７つの分野での「数値目

標」が示されました。 

平成１５年８月には、「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ」を踏まえ「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画

２００３」が実施され、さらにこれらの施策の実現を加速化させるため、平成１６年

６月には「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画２００４」を策定し現在に至っています。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IT利活用による、「元気、安心、感動、便利」 

社会の実現を目指して 

「e-Japan戦略」 

「e-Japan重点計画」 

「e-Japan重点計画-2002」 

「e-Japan戦略Ⅱ」 

「e-Japan重点計画-200３」 

平成13年1月 

平成13年3月 

平成14年6月 

平成15年7月 

平成15年8月 

目標：2005年に世界最先端のＩＴ国家  

政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策（220施策） 

施策を全面改訂（318施策） 

政府が2003年に重点的に実施すべき施策（366施策） 

IT国家到達への重点施策の明確化 

「e-Japan重点計画-2004」 

「e-Japan戦略Ⅱ加速化パッケージ」 

平成16年6月 

平成16年2月 

2005 年世界最先端の IT 国家へ向けて目指すべき    

IT 社会に向けての課題の克服（370 施策） 

 

図１－１ ＩＴ戦略の経緯  

 （引用：総務省資料より） 
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「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画２００４」では重点政策５分野として「世界最高水準の

高度情報通信ネットワークの形成」「教育・学習の振興と人材の育成」「電子商取引の

促進」「行政・公共分野の情報化」「高度情報通信ネットワークの安全性と信頼性の確

保」が提示され、そのなかの「行政サービス」の分野では、引き続きワンストップサ

ービス整備や行政ポータルサイトの整備などの施策を推進するとしています。 

 
① 「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画２００４」の構造 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 行政サービス分野の主な施策 

(ｱ) ２４時間３６５日ワンストップサービスの整備 

各府省の電子申請システムをできる限り統合するとともに、電子申請の受付等

に係る各府省共通の機能を整備することにより、電子政府の窓口を活用して申請

手続の案内情報の入手から複数申請の一括提出までを行えるワンストップサー

ビスの仕組みを整備する。 
 

(ｲ) 学校のすべての教室にインターネット環境の整備 

概ねすべての公立小中高等学校等が高速インターネットに常時接続できるよう 

図１－２ 「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画２００４」の構造 
（出典：総務省資料より） 
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にするとともに、各学級の授業においてコンピュータを活用するため、必要な校

内ＬＡＮの整備やＩＴ授業などに対応した「新世代型学習空間」の整備等を推進

することにより、すべての教室がインターネットに接続できるようにする。 

併せて地域センター（教育センター等）を中心に各学校を結ぶ教育用イントラ

ネットの構築を推進する。 

 
(ｳ) 公的認証基盤の整備 

公的個人認証サービスについては、電子政府・電子自治体の重要な基盤であり、          

引き続きシステムの安定的な運用を図るとともに、制度の普及・広報活動を実施

する。 
 

(ｴ) 地域公共ネットワークの整備推進 

学校、図書館、公民館、市役所などを高速・超高速で接続する地域公共ネット

ワークの全国的な普及を目指す。 
 

(ｵ) 高速・超高速インターネットの整備推進 

高速・超高速インターネットが全国どこでも利用できる環境を整備するため、

必要な規制改革や競争政策、研究開発等を推進とともにインターネット基盤全体

のＩＰv４からＩＰv６への円滑な移行を実現する。 
 

(ｶ) 行政ポータルサイト等の整備 

各府省は国民等利用者のインターネットによる行政情報の入手を容易にするた

め、書面で公表する情報はすべてホームページに迅速に掲載するなど、情報提供

の一層の充実を図る。 
 

(ｷ) 電子自治体構築のための業務・システムの標準化・共同化及び人材育成 

住民サービス業務や内部管理業務に係るシステム整備を効率的に実施するため、

電子申請受付等のモデルシステムの普及を図るとともに、引き続き地方公共団体

によるシステム開発を積極的に推進する。また、アウトソーシングに係るセキュ

リティガイドラインの周知も図りつつ、データセンターを活用した複数の地方公

共団体によるシステムの共同利用を推進するとともに、信頼性の高い電子自治体

実現の観点から、すべての都道府県・市区町村を対象とした高度情報セキュリテ

ィ研修を引き続き実施する。 
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（２） 行政手続の電子化推進に関する取組み 
① 電子化推進のスケジュール 

総務省は平成１４年７月「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画-２００２」に基づき、行政手

続の電子化推進に関するアクションプランを公表しました。 

アクションプランでは、国と行政との間の申請・届出の手続や国と地方公共団体

との間の手続について、個別の手続ごとに年度別のオンライン化実施時期などが定

められました。 

平成１５年８月には一部を除く全国の県、市町村が住民基本台帳ネットワークシ

ステムへの接続を完了し、公的個人認証サービス、組織認証及び総合行政ネットワ

ークの整備が全国で進められてきました。今後は、電子申請や電子調達などの電子

窓口の整備も加速されていくものと思われます。 

また、本アクションプランにおいては平成１５年度末までに、法令に基づく申請・

届出等の手続のうち国が扱う申請・届出等の９８％をオンライン化するとともに、

地方公共団体が扱う申請・届出等の９６％についても実施方策などの条件を提示す

るとしています。 

オンライン化基盤の整備スケジュールは下図のように示されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図１－３ オンライン化基盤の整備スケジュール 
（引用：総務省資料より） 

項  目 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 

総合行政 
ネットワーク 市町村で順次稼動 全市町村で運用開始 

住民基本台帳 
ネットワーク 運用準備 カード交付 

準備 全面的に運用開始 

組織認証基盤 市町村で順次稼動 運用開始 

公的個人認証 
サービス 全国的な実証実験 全市町村で構築 

電子申請 
サービス 

認証基盤との 
接続実験 決裁基盤との接続実験 運用開始 

公金収納 
システム 都道府県で運用開始 全市町村で順次システム構築、運用開始 

地方税の 
電子申告 モデルシステム実験 可能な税目からシステム構築、運用開始 

 
電子調達 先進団体での 

実験 順次、運用団体の増加 
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② 行政手続のオンライン化 

平成１５年２月３日より施行された「行政手続オンライン化法」により、法令に

根拠を有する行政手続についてはオンラインで行うことが可能となりました。 

総務省では、このような国の動向と歩調を合わせ、地方公共団体においても住民

等がオンラインで申請・届出等の手続を行うことができる環境の整備を進める必要

があるとしています。 

 
戸籍・住民票に関する 

手続きのオンライン化 

（地方公共団体） 

○ 戸籍謄抄本の交付請求、戸籍の届出（婚姻届、復氏届、分籍

届、転籍届）などのオンライン化を実現。 

○ 住民票の写しの交付請求、転出届（住民基本台帳カード所持

者）などのオンライン化を実現。 

旅券関係の手続きの 

オンライン化 

（地方公共団体） 

○ 一般旅券の交付請求のオンライン申請を実現。 

○ 現在、原則として申請時及び交付時に 2回本人が窓口に来る

必要があるが、交付時の１回のみとする。 

申請にあたって住民票の添付を省略可能） 

納税関係手続きの 

オンライン化 

（国・地方公共団体） 

○ 国税の申告（所得税、法人税、消費税）や納税のオンライン

化、納税証明書の交付請求、所得税の青色申告承認申請書な

どのオンライン申請を実現（国税電子申告―＞ 

（国税電子申告―＞http://e-tax.nta.go.jp 

○ 地方税については、主な税目についてモデルシステムの開

発・実証実験を実施。 

年金・保険に関する手続

きのオンライン化 

（国・地方公共団体） 

○ 健康保険・厚生年金の被保険者資格取得・喪失届・被保 

険者報酬月額算定基礎届・被保険者の住所変更届、年金  

受給権者現況届などのオンライン申請を実現。 

○ 雇用保険の事業所設置の届出・再就職手当の申請、転勤 

 届、氏名変更届などのオンライン申請を実現。 

輸出入・港湾諸手続自動

車保険関係手続の 

ワンストップサービス 

（国・地方公共団体） 

○ 入手港届、輸入関係届（輸入申告、輸入動物、植物検査申請、 

食品輸入関届）など、関係府省に対する輸出入、港湾諸手続 

を 1回の入力・送信で可能とするシングルウインドゥ化（ワ

ンストップサービス）を実現。 

○ 自動車の検査・登録、車庫証明、自動車税の納税等の手続の 

 ワンストップサービスを実現。 

特許に関する手続の 

オンライン化 

（国） 

○ 特許出願、実用新案出願、意匠出願、商標出願などのオンラ

イン化を実施中。 

○ 今後はインターネット経由による電子出願を実現。 

（電子出願―＞http://www.jpo.go.jp/indexj.html 

調達関係手続の 

オンライン化 

（国・地方公共団体） 

○ 各府省で原則すべての公共事業、非公共事業の調達手続のオ 

ンライン化を実現（電子入札の実現） 

(公共事業支援統合情報システム 

―＞http://www.mllt.go.jp/tec/cals/） 

○地方公共団体については、国のスケジュールに合わせ円滑に

推進できるよう環境整備を実施。 

 
 

表１－１ 主要手続きのオンライン化の概要 

（引用：総務省資料より） 
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③ 総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）の取組み 

総合行政ネットワーク（以下「ＬＧＷＡＮ」とする）は、地方公共団体間、及び、

地方公共団体と国の霞ヶ関ＷＡＮ間を相互に接続し高度情報流通を可能とする行政

専用ネットワークとして整備し、相互のコミュニケーションの円滑化と情報共有に

よる行政事務の効率化・迅速化を図ることを目的としています。 

また、個別の業務にとらわれない汎用的なネットワークを共通仕様に基づいて構

築することで地方公共団体におけるネットワークへの重複投資を抑制することがで

きるとされています。 

ＬＧＷＡＮの運用開始は、将来的には住民生活に必要な申請・届出などの手続き

の電子化や、国と地方公共団体を通じた一体化された行政手続きが行えることから

住民サービスの向上が図れるとされています。 

現在ＬＧＷＡＮを用いて地方公共団体の相互間や、地方公共団体と国の府省との

間で、電子文書の交換や電子掲示板を用いた情報提供などが行われています。 

ＬＧＷＡＮは、平成１２年１１月に決定した「ＩＴ基本戦略」の電子政府の実現

に向けた方策のなかで全地方公共団体が接続することを目指して取組みを行うこと

とされ、平成１５年度にて地方公共団体の全てがＬＧＷＡＮへの接続を完了してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－４ 総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）のイメージ 
（出典：情報通信白書より） 
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④ 住民基本台帳ネットワークシステムの取組み 

住民基本台帳ネットワークシステムは、４情報（氏名・生年月日・性別・住所）

と住民票コードなどにより、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務処理

や国や行政機関などに対する本人確認情報の提供を行うための地方公共団体共同の

ネットワークシステムです。 

このネットワークシステムの構築により、住民サービスの質的向上と、国及び地

方公共団体の行政事務の効率化を図ることができるとされています。 

一次稼動（平成１４年８月）において、殆どの都道府県と市町村がネットワーク

への接続を完了、平成１５年８月の二次稼動においてはより高いセキュリティ機能

を有する住民基本台帳カード（ＩＣカード）の発行が行われてきました。 

このＩＣカードを持つことにより、全国どこの市町村でも本人や世帯の住民票の

写しがとれ、他の市町村に引っ越す場合には、転出証明書の交付を受けること無く、

転出先の市町村窓口での転入届の提出のみで転出・転入手続ができるようになりま

した。 

この住民基本台帳ネットワークシステムは、「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画」に基づく

電子政府・電子自治体の実現には不可欠な基盤とされています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１－５ 住民基本台帳ネットワークシステム第二次サービス 
（出典：平成１５年情報通信白書より） 
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（３） 電子自治体推進のための指針（総務省） 
① 電子自治体の目的 

総務省おいては平成１５年８月「電子自治体推進指針」を策定、地方公共団体に

おいての電子自治体を構築するための指針として示されました。 

地域の発展と活性化を促進する「地域経営の役割を持つ電子自治体」の構築は、

地方公共団体が魅力ある地域づくりを行うための有力な手段であり、また住民や企

業等にとっての利便性の高い行政サービスの提供、行政コスト軽減等の実現、ＩＴ

の便益を最大限に活用し、行政の簡素化・効率化と行政サービスの質的向上を図る

ことを目的としています。 

電子自治体とは、行政サービスの在り方、行政運営の在り方及びそのものの改革

を通じて住民の満足度の向上を実現していくためのツールであり、「何のための電

子自治体なのか」「地域住民にとってどんなメリットがあるのか」「わがまちの電子

自治体は他の地域とどこが違うのか」等が住民にとっても行政にとっても明確とな

っていることが必要であり、電子自治体の構築によって「どのようなサービスがど

のような形でいつから提供されるのか」について、住民への具体的な情報の提供を

行うことが必要とされています。 

「電子自治体推進指針」のポイントについて以下にまとめました。 

 
(ｱ) 行政運営の効率化の検討 

・ 電子化に関する内部管理業務系（バックオフィス系）システムと電子申請等

行政手続のオンラインに関連する住民サービス業務系（フロントオフィス系）

システムを連携させ効率的・効果的なシステムの構築 
・ バックオフィス系とフロントオフィス系システムの連携のため、ポータルサ

イト、職員認証、電子決裁、ＬＧＷＡＮ連携、文書管理等の共通機能と連携機

能の提供とバックオフィス系の情報システムの共通基盤やバックオフィス系と

フロントオフィス系情報システムの共通基盤の役割を担うシステムの早期構築 
(ｲ) 利用者の視点に立った電子自治体の構築 

・ 職員の意識改革と行政に対する住民からの信頼と満足度を高め、住民と行政

の協働型パートナーシップに向けた新たな関係の土台を築く 
(ｳ) 情報セキュリティ対策と個人情報保護の徹底 

・ 近年の個人情報保護に対する住民の関心の高まりや不正アクセス等による個

人情報の漏洩等を防ぐための情報セキュリティ対策及び個人情報保護対策 
・ 情報セキュリティ対策の基本方針と取組むべき対策基準を定めた情報セキュ

リティポリシーの早期策定と実践 
・ 個人の権利利益の侵害が生じる事の内容、個人情報の適切な処理について定

めた個人情報保護条例の早急制定 
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(ｴ) 電子自治体ネットワーク構築のための連携・協力の推進 

・ 行政手続のオンライン化においては、利用者の利便性に配慮した行政の窓口

の一元化、手続のワンストップ化や統合ポータル化のため関係機関が積極的に

連携・協力・都道府県が市町村の良きサポーター・コーディネータとなり、地

域の実情に応じた積極的な市町村の電子自治体構築の促進 
・ 情報セキュリティ対策において、ネットワークの一部分の脆弱性がネットワ

ーク全体に波及することがないよう、ネットワークセキュリティ確保のための

適切な対策 
(ｵ) オンラインサービスの普遍的な利用環境の整備（デジタルデバイド対策の推

進） 

・ 地理的な制約や年齢・身体的条件等に関係なく、インターネット等を通じて、

すべての住民が、いつでも必要とするサービスを利用することが可能となるた

めのオンラインサービスの普遍的な利用環境の整備 
・ 地域住民の情報リテラシーの向上、高齢者や障害者のための情報バリアフリ

ー環境整備、インターネット利用環境に関する地域情報格差の是正等デジタル

デバイド対策の推進、情報システムにおけるユニバーサルデザインの確保 
(ｶ) 住民と行政のコミュニケーション及び協働（コラボレーション）の拡大 

・ 電子自治体の構築では、外部資源、特に地域内に潜在している人的・知的資

源（人材・知恵）を活用することで住民と行政のコミュニケーションが拡大・

深化し、住民の行政に対する信頼が高まり、住民と行政の協働（コラボレーシ

ョン）が拡大 
 

② 共同アウトソーシングと電子自治体推進戦略推進に向けた取組み 

総務省は平成１４年５月、申請届出等行政手続のオンライン化を始めとした電子

自治体の実現のため、複数の地方公共団体の業務を標準化・共同化した上で、民間

企業のノウハウやシステム等を有効活用することにより、住民サービスの向上、地

方公共団体の業務改革、ＩＴ関連地場産業振興等により地域経済の活性化を図ると

した「共同アウトソーシング・電子自治体推進戦略」を発表しました。 

「共同アウトソーシング・電子自治体推進戦略」では、複数の地方自治体が業務

を共同化した上で、アウトソーシングすることにより、大幅なコスト削減施策の重

点化を図りつつ、雇用の創出等地域経済の活性化を推進することとし、「２００３年

度末を目標にフロントオフィス業務の共同化とアウトソーシングを行う」、「共同処

理アプリケーションの開発・公開は国が中心に行い、必要な支援を地方自治体で行

うとともに情報セキュリティ対策などの教育訓練を行う」としています。 
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また、バックオフィス業務については、２００５年度を目標に共同化とアウトソー

シングを行いたい」としています。 

本戦略に基づき、総務省は各都道府県と連携してアプリケーションソフトを開発

し、その成果は地方公共団体に提供するとしています。 

一方、各都道府県は本戦略の成果を活用した業務の共同運営の枠組みを市町村と

検討することとしています。 

これらにより、データセンターの運営等を行う地元ＩＴ企業を中心に、通信サー

ビスの提供、ネットワークの保守・運用、メンテナンス、物流サービス及び職員の

教育・訓練等についての地元での需要拡大が見込まれ、また電子自治体仕様の行政

サービス支援システムの開発、更新等についての需要の拡大が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１－６ 地方公共団体におけるＩＴ事業者へのアウトソーシング（イメージ） 
      （出典：平成１５年度 情報通信白書） 
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（４） セキュリティ対策への取組み 
国においては２１世紀初頭には高度に情報化された行政、すなわち「電子政府」

の実現を目指すとしており、その制度面では平成１５年５月に公布された「個人情

報保護関連５法」により、国民誰もがＩＴ社会の便益を享受できる制度的基盤が整

備されたとしています。 

個人情報保護関連５法のうちの「基本法制（個人情報の保護に関する法律）」で

は、民間の個人情報取扱い事業者の義務として、利用目的の制限、適正取得、安全

確保などが義務づけられ、本人から求められた場合の開示、訂正、利用停止義務を

規定しています。 

また、行政機関における個人情報保護に関する義務については、「行政機関個人

情報保護法」に規定されています。 

地方公共団体のセキュリティと個人情報保護をふまえた電子化推進施策の推進

にあたっても、「ＩＴ革命に対応した地方公共団体における情報化施策等の推進に

関する指針」（平成１２年８月２８日 情報通信技術（ＩＴ）革命に対応した地方公

共団体における情報化推進本部決定）にて、「コンピュータ・セキュリティ対策と

個人情報保護対策」の必要性が示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１－７ 情報セキュリティポリシーの概要 

（出典：平成 12年情報セキュリティ対策推進室資料） 
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① ２００５年度までに２４時間、３６５日ワンストップサービスの行政サービスを

整備するとの国の方針が示されています。 
② ２００５年までに学校の各教室にてインターネットへの接続ができるようにす

るとの国の方針が示されています。 
③ 地方公共団体の組織認証基盤については、２００３年度までに整備を終えていま

す。  
④ 国のインフラの整備基盤と合わせて、地域イントラネットの整備、小中学校にお

ける高速インターネット環境整備の方針が示されています。 
⑤ オンライン化基盤の整備とともに「行政手続オンライン化法」の制度の施行によ

り、住民がオンラインで申請・届出等の手続きができる環境整備を終えています。 
⑦ ２００３年度までに全地方公共団体がＬＧＷＡＮと接続され、２００２年８月に

は殆どの県、市町村が住民基本台帳ネットワークへ接続されています。 
⑧ ネットワークの運用にあたっては、市民の個人情報を扱うことになるため、個人

情報の漏洩防止などの必要が示されています。 
⑨ 地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関する方向性が示され、また

個人情報保護の法令等についても整理がされています。 

① 国の情報化推進の目的・方針・実現期限などを理解し、整合性を図りつつ積極的

な取組みを進めることが重要となります。 
② 国のインフラの整備基盤にあわせて、地域イントラネットの整備、小学校におけ

る高速インターネット環境整備の検討が必要となります。 
③  アクションプランでは、国と行政との間の申請・届出の手続きや国と地方公共

団体との間の手続を行うための環境の整備とオンライン化実施時期を年度別に定

めており、うるま市においてもこの施策に即した検討が必要となります。 
④ 県・うるま市の方針・計画を考慮しながら、共同アウトソーシングの活用を検討

する必要があります。 
⑤ うるま市においては、以下に掲げる情報セキュリティ対策が求められます。 
・セキュリティポリシーの策定 
・個人情報保護条例の適正な運用（具志川市、石川市条例の制定は済み） 
・情報セキュリティに関する監査の実施 

⑥ ＬＧＷＡＮについては、出先機関との接続についても検討が必要となります。 
⑦ 住民基本台帳ネットワークについては、出先機関での接続についても検討する必

要があり、またネットワークの運用にあたっては個人情報を扱うこととなること

から個人情報の漏洩防止等に努めることが重要となります。 

実施要件 

考 察 
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２．沖縄県による情報化施策の動向 
沖縄県の情報化においてはインターネット普及等の飛躍的な情報通信関連産業の成長

に対応して、平成１０年９月に「沖縄県マルチメディアアイランド構想」を策定、情報

通信関連産業の集積・振興に取組むとともに、平成１３年７月には「沖縄ｅ－ｉｓｌａ

ｎｄ宣言」を行い、ＩＴを活用しての県民生活の向上及び自立に向けての持続的発展を

目指して先端分野に積極的に取り組んでいくとした方針が示されました。 

平成１５年３月には昨今の情報化の進展と社会変革に柔軟かつ的確に対応し県民が快

適で暮らしやすい県づくりを推進するため、「沖縄ｅ－ｉｓｌａｎｄチャレンジプラン」

を策定、沖縄県の情報通信基盤の整備、地域の情報化、行政の情報化、情報通信関連産

業の振興及びＩＴ人材育成の各分野におけるＩＴ施策の再構築を図り、平成２３年度ま

でを期間として沖縄県のｅ－ｉｓｌａｎｄ実現に向けての基本的考え方及び政策を具体

化する方向が示されました。 

 

（１） 沖縄県における情報化に関する国及び沖縄県の既存計画  

沖縄県においてはこれまで国及び沖縄県により、多数の情報化関連計画が策定され

各種施策が推進されてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
表１－２ 沖縄県における情報化に関する既存計画 
（引用：沖縄 e-island チャレンジプラン、沖縄県情報産業振興計画） 

平成 10 年 沖縄県 
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｱｲﾗﾝﾄﾞ構想 

情報通信関連産業の集積と振興、人材の育成・研究

開発の促進、先進的アプリケーションの構築、情報通

信基盤の整備等が提示され、推進されている。 
沖縄県 
国際情報特区構想 

沖縄県が直面する遠隔性、島嶼性などの課題を、情

報通信技術を活用することで長所に変えて自立型経済

を確立、県全域で豊かな生活を実現することを目指す。 

平成 12 年 

沖縄 
経済振興 21 世紀ﾌﾟﾗﾝ 

自立型経済への移行、我が国経済社会に貢献する地

域として沖縄県を位置づけ「国際的なネットワークを

目指す情報通信関連産業の育成」が提示された。 
沖縄県 
行政情報化推進計画 

県民一人一人がネットワークを活用して行政情報の

入手や、行政手続が行えるようにするとともに、庁内

事務の効率化・高度化、県内市町村の行政事務の電子

化推進などを目指す施策を提示し推進している。 
沖縄県 e-island 宣言 沖縄県が全国に先駆けて、ＩＴを活用した県土づく

りを展開し、先端分野に積極的に取り組んでいく決意

をアピールしたもの。 

平成 13 年 

情報通信分野の人材育成

に関する基本方針 
多様で高度な人材を育成し、充実したＩＴ人材層を

形成するための「情報通信関連分野の人材育成に関す

る基本方針」。 
平成１4 年 沖縄県 

情報通信産業振興計画 
民間主導による自立型経済の構築を実現するための

リーディング産業としての情報通信関連産業の集積・

振興を図るため、沖縄振興計画の分野別計画として「情

報通信産業振興計画」を策定する。 
平成１5 年 沖縄県 e-island 

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌﾟﾗﾝ 
平成２３年度までの１０年間を視野に、沖縄県のｅ

－ｉｓｌａｎｄ実現に向けての基本的考え方及び政策

を具体化する方向を示した。 
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（２） 沖縄県 e-island チャレンジプラン 

情報通信基盤整備、地域情報化、行政情報化、情報通信関連産業振興、ＩＴ人材育

成の各分野の現状を踏まえ、１０年間を視野に入れた本県のｅ－ｉｓｌａｎｄ実現に

向けての基本的考え方と政策を具体化する方向性が示されました。 

 

① チャレンジプランの基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－８ チャレンジプランの目標 
(引用：沖縄 e-island チャレンジプラン) 

情報通信ネットワークの活用により、本土からの遠隔性や島嶼性などのハンデ
ィキャップを解決するとともに、自立した情報交流圏及び経済圏を確立する。さ
らに、世界との活発な交流を有するアジア・太平洋地域の情報通信ハブの実現を
目指す。 

 
○県民生活 

ＣＡＮの整備を促進し、離島・へき地を多く抱える沖縄県において、内

発的な需要喚起による分散型ネットワークを構築することにより、来るべ

き分散自立型社会を先取りする地域づくりを目指す。 
 

○ 企業・産業 
  情報サービス、コンテンツ制作、ソフトウェア開発の各分野において、

情報通信産業振興地域制度などの各種施策を活用した集中的な取組みを展
開することにより、技術者の育成と定着を図り、本県の情報化を牽引する
推進力となる高度なＩＴ人材を育成しながら、情報通信関連産業の集積・
振興を図る。 

 
○ 行政 

県及び市町村は自ら積極的なＩＴユーザになるとともに、電子申請・
電子入札等フロントオフィス業務の拡大を図り、行政分野の住民サービ
スを向上させる。 
そのため住民サービスを充実させるためのバックオフィス改革（基幹

業務再構築）を推進する。 
また、行政分野の情報化を民間にアウトソーシングすることにより技

術者の育成と定着を促進する。さらに、行政として条件不利地域等への
情報通信基盤整備を主体的に推進する役割を担う。 

 

 
沖縄県の東アジア地域の中心に位置する地勢的な特性や、日本と海外を結ぶ

海底ケーブルが県内に陸揚げされているポテンシャルを活かしながら、域内、

域外とのトラフィックを増大させ、沖縄県がアジア・太平洋地域の情報通信ハ

ブ拠点となるグローバルな情報交流拠点形成を目指す。 

チャレンジプランの目標 
（ＩＴを核とする自立した情報交流圏の構築） 

外との活発な交流を持つ情報交流圏の確立 

内発型情報交流圏の確立 
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②重点プロジェクトの情報化施策（抜粋） 

(ｱ) 県民生活の情報化 

ＣＡＮ（コミュニティーエリアネットワーク）を活用、学校に整備されたパ

ソコン教室やＩＴサポート拠点を活用し、地域住民の情報リテラシーの向上

を図る。地域ＩＴボランティアと連携し、県民がコミュニティーの中で、Ｉ

Ｔサービスの提供者として貢献する取組みを進め、地域の活性化を促進する

としています。また、高度な行政サービスの実現のため申請・届出等の手続

きや税の申告手続きのオンライン化、公金支払い オンライン化等の基礎的

行政サービスの電子化を推進するとしています。 
(ｲ) 電子自治体の実現 

住民基本台帳カードは、住民の希望により市町村長が発行する高いセキュリ

ティ機能を備えたＩＣカードであり、住民基本台帳ネットワークシステム上

の利用のほか、福祉、保健の分野や公共施設の利用など、市町村が条例で定

めて独自利用領域の有効活用を図ることを促進するとしています。さらに、

新たなインターネット等を活用した住民サービスを提供するに際し、総合的

な認証基盤としてＩＣカードの活用を検討するとしています。 
また、県内のＩＤＣ等においても、総務省の「共同アウトソーシング・電子

自治体推進戦略」を前提とする「申請・届出等行政手続きのオンライン化」

にかかる電子申請システム、公共・非公共調達にかかる電子入札システムな

ど多くのＡＳＰサービスの具現化に向け、急ピッチで取組みがなされている

状況となっており、今後、県・市町村が取り組んでいく電子申請・電子入札

等のフロントオフィス業務や文書管理システム等のバックオフィス業務につ

いて、県内におけるＩＤＣ及びＡＳＰを検証しながら積極的な活用を検討し

ていくとしています。 
(ｳ) 産業の情報化 

コンテンツ政策分野として、沖縄県の恵まれた自然環境などを活かし、コン

テンツに係わるクリエータの育成、招致を推進するとともに、コンテンツ産

業の育成を図るとしています。 
情報サービスの分野ではコールセンターを中心に集積してきた情報サービ

ス分野の企業集積を一層促進するとともに、情報通信関連産業の受け皿とな

るＩＤＣ等の集積を促進するとしています。 
 

（３） 電子県庁への取組み 

沖縄県では、平成 13 年 3 月に策定した「沖縄県行政情報化推進計画」に基づき、

県民サービス向上のための申請・届出等行政手続のオンライン化や、事務効率化のた 

めの文書管理システムの導入等を総合的・計画的に推進するとしています。 
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以下に平成１５年度から平成１７年度までの沖縄県が計画している電子県庁の整

備に向けた年次計画を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 県内各市町村の取組み状況 

① 申請・届出等のオンライン化の状況（平成１３年１１月沖縄県にて調査） 

沖縄県の各市町村における申請・届出等手続のオンライン化の進捗状況では、「申

請書類のダウンロードシステム」を構築している市町村は４市町村のみとなってい

ます。また、申請・届出等のオンライン化に必要な組織認証基盤システム・個人認

証基盤システムが必要となるが、調査時点では、これらの認証基盤システムを構築

済みの市町村はなく、構築中が２市町村のみとなっています。 

 

② 情報システムの構築状況（平成１３年１１月沖縄県にて調査） 

沖縄県の各市町村における行政の電子化について、主要システム別の構築状況と

しては、行政事務の簡素化・効率化のための文書管理システムを導入している市町

村は少なく、電子自治体実現に向けての本格的な対応を行っている市町村はまだ少

ない状況となっています。構築状況一覧表を以下のとおり示します。 

 

 

 １５年度 １６年度 １７年度～ 
沖縄県総合行政ネット

ワーク 運 用 
情報通信基盤 

住民基本台帳ネットワ

ーク 運 用 

文書管理システム 開 発 運用（本庁） 運用（出先機関） 

電子申請システム 開 発 運用開始 

電子入札（公共調達） システム開発 

財務会計システム 開 発 運用開始 

行政内部事務

に係るシステ

ム 

その他の関連システム 関連部局と連携し調査検討 

共同化の検討 方向性検討 共同化実現 複数都道府県への
拡大検討 業務共同化・ア

ウトソーシン

グの推進 民間ＩＤＣの共同利用

の検討  共同利用検討 
セキュリティ

対策 セキュリティの強化 適用計画書の策定 実施手順書の策定 評価・見直し 

 
表１－３ 沖縄県の情報化の取組み 

（引用：沖縄県資料） 

年 度 
事 項 
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システム名 構築状況 

財務・会計システム ４８ 市町村構築済み 

人事管理システム ２５   〃 

住民基本台帳ネットワークシステム ２０   〃 

公共施設予約システム １６   〃 

地理情報システム  ９   〃 

文書管理システム  ４   〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－４ 情報システム構築状況 
（引用：沖縄県資料） 

①ＰＣ教室やＩＴサポート拠点を始めとした地域内の既存拠点を有効に活用した地

域住民の情報リテラシー向上の方策が示されています 
② 行政分野において情報化のアウトソーシングの方向性が示されています。 
③ 行政サービスの電子化、申請手続きのオンライン化といった基礎的行政サービス

の電子化についての方針が示されています。 
④ 電子自治体の実現に伴う、ＩＣカードの利用の方向性が示されています。 
⑤ 県内での共同アウトソーシングを見据えたＩＤＣ，ＡＳＰサービス活用の方向性

が示されています。 

① うるま市においては、新市の情報化に向けて地域住民の情報リテラシー向上を図

るための検討が必要となります。 
② 行政サービスの電子化、申請手続きのオンライン化について、県と歩調を合わせ

た取組みが必要となります。 
③ 共同アウトソーシングを見据えたＩＤＣ，ＡＳＰサービス活用の検討が求められ

ます。 
 

実施要件 

考 察 
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３．他自治体における情報化の動向 
情報化動向の先進事例として、合併による地域間格差（デジタルデバイド）をテレビ

会議で解消された事例と、インターネット・電子メール・統合ＧＩＳを利用した住民サ

ービス事例を紹介します。 

 

（１） 地域間格差の解消を目指した事例 

～合併の“距離”をテレビ会議で克服～ 

福井県あわら市は芦原町と金津町の２町が２００４年３月に合併して誕生しました。 

同市ではどちらか一方を本庁舎とせず、機能分散をした２つの庁舎を使用している

ため住民は用件によっては距離の遠い庁舎まで出向かなければならないこともありま

す。そこであわら市では、住民サービスの低下を防ぐため、テレビ会議を活用した「窓

口相談システム」の構築を行い、担当課が置かれていない庁舎でも窓口相談業務がで

きるようにしています。今後の展開として窓口相談の端末を公民館にも設置すること

も検討されており、合併による庁舎間の距離を「窓口相談システム」利用により埋め

ることを図っています。 

 

（２） 住民サービスの向上を目指した事例 

～申請・届出だけでなく料金納付もインターネットで～ 

東京都三鷹市は、２００３年１月から３月末まで電子申請システムの実証実験を行

っています。全国の９都市が参加した総務省の「電子自治体推進パイロット事業」の

一環で、このパイロット事業は総務省によって行われた電子申請・届出、施設予約な

どの汎用的受付システムを複数自治体で共同利用するという実証実験となっています。 

２００２年度から、総務省の「電子自治体推進パイロット事業」に途中参加した

三鷹市は、オンライン化した手続きのうちの「指定自転車駐車場利用登録申請」と

「市民保養所利用申し込み」の２業務について公金の電子収納（住民側から見ると

電子納付）する実証実験を行いました。この実験では、住民がインターネット上で

申請から納付までのすべての手続きを行うことが出来ることとなり、住民サービス

の向上が図られましたが、その後も研究会を継続的に開催し、住民の意見との調整

を図りながら、ITなどの先進技術を取入れたまちづくりを展開しています。 

 
（３） 住民サービスの向上を目指した事例 

～役所に一度も足を運ばずに情報公開が受けられる～ 

奈良県橿原市では、１９９８年に公布された「橿原市情報公開条例」に基づき、翌

１９９９年インターネットを利用した情報公開サービスを住民に提供しています。イ

ンターネット・電子メールを活用し、住民からの公開請求の受付はもとより、公開文

書の写しも請求者に電子メールで送付をしています。公開文書の写しを請求者に電子
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メールで送るサービスを行っているのは、全国でも唯一橿原市のみで行っています。

条例が公布された後の橿原市の情報公開請求は１３０～１５０件程度で、そのうち電

子メールによる件数は２０件程度となっていますが今後の普及が期待されています。

このサービスの情報公開サービスの立ち上げには、公開文書をするスキャナやＰＤＦ

作成ソフトなどすべて市販品を使用し、ほとんどコストがかかっておらず、インター

ネットや電子メールを積極的に活用した新しい住民サービスの事例となっています。 

 

（４） 住民サービスの向上を目指した事例 

～統合ＧＩＳの地図情報を住民に～ 

千葉県浦安市では、２００１年３月から統合ＧＩＳ（地図情報システム）を導入し

ています。 

一般的に、ＧＩＳを導入する自治体は、固定資産の管理や上下水道施設台帳の管理

などの業務効率化を目的とした例は多くありますが、浦安市ではそうした業務の効率

化ツールとしての利用にとどまらず、住民と行政が情報交流するための“プラットフ

ォーム”として統合型ＧＩＳを活用することを目指しています。 

具体的には浦安市は同市のＧＩＳデータベースを公開し、その地図情報を利用して

もらうことを始めました。このＧＩＳデータベースは「e-まっぷ」と呼んでおり、Ｇ

ＩＳの地図情報に電子掲示板機能を連動させて、住民から行政に対する意見や情報を

提供してもらう｢e-まっぷ掲示板｣サービスや、住民が加工した地図情報を電子メール

でやり取りできる｢e-まっぷメール｣サービスを提供しています。今後さらに「e-まっ

ぷ」を使ったいくつかのサービスを実稼動させる予定としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① テレビ会議により合併後の行政サービスの地域間格差解消が図られています。 
② 実証実験として電子収納まで可能な電子申請サービスが行われています。  
③ 電子メール・インターネットを活用した情報公開サービスにより、住民サービ

スの向上が図られています。 
④ 統合ＧＩＳを住民と行政の情報交流基盤として活用することにより、住民サー

ビスの向上が図られています。 

合併による行政エリアの広域化に伴い、地域間格差を解消できる仕組みづくりの

検討が求められています。また、ＩＴを利用した住民サービスの向上を図った仕組

みづくりが必要となります。 

実施要件 

考 察 
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４．他自治体における行政運営手法の動向 
行政運営手法の先進事例として、システムのアウトソーシングによるコスト削減事例

と、市民コールセンターによる住民サービスの向上事例を紹介します。 

 

（１） コスト削減に向けた情報化事例 

～基幹業務システムをすべてアウトソーシング 

福島県喜多方市では、これまでメインフレーム上に独自開発したアプリケーション

で基幹業務ステムを構築、運用していましたが、このすべてを２００１年度から２０

０４年度の間に、市内のｉＤＣ（インターネット・データセンター）のサーバに移し、

システム運営・保守業務をアウトソーシングするとしています。喜多方市の庁内には

クライアント端末のみの配置となり、これによってコスト削減や職員の効果的な再配

置が可能となり、さらに今後の電子自治体推進の拡張性を確保しより一層の住民サー

ビス向上が期待されています。 

アウトソーシングに際して、基幹業務システムを従来のメインフレームからオープ

ン系のシステムに切り替え、アプリケーションについてはパッケージソフトを利用し

ています。 

基幹システムの外部委託とオープン化によるコスト削減を目指した事例となってい

ます。 

 

（２） 住民サービスの向上を目指した業務運営手法 

～市民コールセンター ちょっとおしえてコール～ 

札幌市では、平成１５年４月より住民サービス向けのコールセンターを開始しまし

た。 

当コールセンターは、札幌市ＩＴ経営戦略の３本のひとつである「住民サービスの

向上」のビジョンを満たすサービスとして位置付けられているもので、住民は電話や

ＦＡＸ・Ｅメールを利用してサービスが受けられ、受付時間は８：００～２１：００

の年中無休とし、サラリーマンなど役所の開いている時間帯にサービスを受けられな

い住民に対応しています。 

コールセンターの運用は、高い顧客対応能力と情報処理のノウハウを持つ市内に施

設を有するコールセンター業者に業務委託を行い、業務形態としてはオペレータが５

名で、オペレータの統括、Ｅメール・ＦＡＸ対応などを行うスーパバイザが１名とい

う体制で運用しています。 

主に市民からの頻繁に問合せのある簡単な質問について、コールセンターで一次回

答することにより、住民を迷わせずに情報提供を行います。特に問合せ先が複数部局

にまたがる場合などのたらい回しの抑制が可能になります。さらに、コールセンター

での対応履歴をデータベースに蓄積することにより、一次回答の精度の向上、および
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住民の要望を分析することが可能になり、施策立案に活用されています。 

「住民サービスの向上」と効果的な「住民ニーズの抽出」が図られた事例となって

います。 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① うるま市においては、外部ノウハウを有効に活用することによる運用・保守業務

のコスト削減策の検討が必要になります。 
② 市民コールセンター等の住民サービスの充実とニーズの抽出を可能にする仕組

みづくりの検討が必要となります。 
 

実施要件 

考 察 

① 情報システムの運用・保守業務上の課題に対して、処理手順を含む関連業務全

体の客観的な評価をもとに改善を進めています。 
② 単なる業務委託を超えた外部ノウハウの有効活用によって、行政運営の課題解

決を進めています。 
③ 市民コールセンターの運用により、「住民サービスの向上」と「住民ニーズの抽

出」が可能になっています。 
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５．情報化技術の動向 
情報化技術の最新技術として、認証ＶＬＡＮ及びデータセンターによるセキュリティ

技術、ＡＳＰ提供のアプリケーション利用及びレガシーシステムの更改によるコスト削

減事例などを紹介します。 

 

（１） ユーザ認証による新たなセキュリティ技術 

～認証ＶＬＡＮ～ 

認証ＶＬＡＮシステムでは、端末をネットワークに接続する際にＩＤ・パスワード

等で認証を行い、認証された端末のみを、特定のネットワーク（アクセスが許可され

たＶＬＡＮ）に所属させる新しいセキュリティ技術です。使用者は登録したＩＤとパ

スワードを用いてネットワークにアクセスし、認証時点でアクセスを許可された範囲

のネットワーク内で諸資源の利用等を行うことになります。 

外部の脅威から組織を守るセキュリティだけでなく、持ち込みＰＣによるウイル

スの庁内感染や部外者の不正アクセスによる情報漏洩への対策として内部セキュリテ

ィを実現する技術として利用されています。 

沖縄県内の自治体においても既に導入実績があり、セキュリティ確保の新たな技術

としての利用が進んでいます。 

 

（２） ＩＰｖ６に対応したセキュリティ機能に優れたデータセンター 
～ＩＰｖ６データセンター～ 

｢ＩＰｖ６｣(Internet Protocol version 6)は、現在利用されている｢ＩＰｖ４｣

に代わるインターネット・プロトコル(通信規約)です。ＩＰｖ６はアドレス空間が

128 ビット(2128 個(＝約 3.4×1038個))へ、飛躍的に拡大することにより以下の特

徴を有します。 

① ＩＰアドレスの増加によりＰＣ以外にも様々な機器にグローバルＩＰアド

レスの割り当てが可能になり、容易にインターネット上の双方向通信が可能 

② アドレス構造にネットワーク情報が含まれるため機器の自動設定やルーテ

ィング負荷の軽減が実現  

③ 特別な機器を設置せずに、暗号化機能や品質制御機能が実現可能 等の特徴

があります。 

総務省は、電子自治体の実現や地方支援などを目的として地域データセンターの

整備をすすめており、ＩＰｖ６データセンターは、インターネット・プロトコルとし

てＩＰｖ６に対応し、公的認証基盤を備えた電子申請システムなど、市町村における

電子自治体サービスの共通基盤となるデータセンターです。ＩＸと直結し、高速大容

量のインターネットとの接続を実現するとともに、接続装置の２重化が行われており、

電子自治体の諸サービスを提供する上で特に重要な、高度な信頼性を備えたデータセ
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ンターとして機能します。 

データセンターには、各自治体ごとのＩＴ投資の軽減と効率的な電子自治体の推進

に資するため、広域自治体行政サービスの実施・連携を可能とするＡＳＰサーバを設

置します。 

また、社会インフラを形成する情報システムの運用に必要不可欠なデータのバック

アップと保管により、大規模な自然災害、テロ行為などで障害を受けたデータを回復

する場面などで、きわめて強固なセキュリティを備えたデータ保管機能の提供を行い

ます。 

今後の各自治体においての共同構築、共同利用の検討が求められています。 

 

（３） 複数地方公共団体が共同でアプリケーション利用によるコスト削減 

～ＡＳＰ（アプリケーション・サービス・プロバイダ）～ 

ＡＳＰとはビジネス用のアプリケーションソフトをインターネットを通じて顧客に

レンタルする事業者です。 

ユーザはＷｅｂブラウザを使って、ＡＳＰの運営するサーバにインストールされた

ーアプリケーションソフトを利用します。レンタルアプリケーションを利用すると、

ユーザのパソコンには個々のアプリケーションソフトをインストールする必要がない

ことから、自治体等の情報システム部門の大きな負担となっているアプリケーション

購入、インストールや管理業務及びアップグレードにかかる費用の節減を図ることが

可能となります。 

ＡＳＰは複数の地方公共団体での共同利用が可能であり、ＩＤＣの利用とともに共

同アウトソーシングによる行政コスト削減の有効な方法として注目されています。 

 

（４） 基幹業務システムのオープンシステム移行によるコスト削減 

～「レガシーシステム」の全面刷新～ 

国では各省庁の基幹業務システム等で使われている汎用コンピュータやオフコン中

心のいわゆる「レガシーシステム」を特定大手ベンダーが構築、長年にわたって運用・

保守を一手に引き受けてきましたが、コストの高さが指摘されており、全面刷新を行

うなかで大幅なコスト削減の必要に迫られています。 

地方公共団体においても、基幹業務システム等においてはホストコンピューターを

中心とした「レガシーシステム」が主流であり、これらのメインフレームからオープ

ン系ＯＳを搭載したＷｅｂ系サーバへ移行する検討が進められています。 

レガシーシステムの運用継続は、システム維持コストが高額、システムが複雑化し

ておりメンテナンスが困難、新しいテクノロジーがオープン系システム中心に開発さ

れるため新技術への対応が困難、将来的には技術者が不足する、Ｃ／Ｓとレガシーの

両システムの運用は非効率で運用コスト増がとめられないといった問題点が指摘され
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ています。 

レガシーシステムへの新機能付与やメンテナンスの際には従前ベンダーとの主とし

て随意契約での発注となることから、運用・保守注文の際に競争原理が働かないこと

も高コスト体質に陥ることともなっており、システムをオープン化することは行政コ

スト削減のためにも緊急の課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 新たなセキュリティ技術において、認証ＶＬＡＮが積極的に活用されています。 
② データセンターの活用による、ＩＰｖ６利用および共同利用・設備投資削減の

方向性が示されています。 
③ アプリケーションソフトの複数自治体での共同利用によるコスト削減の方向性

が示されています。 
④ レガシーシステムのメインフレームからオープンシステムへの全面刷新による

コスト削減の方向性が示されています。 

考 察 

実施要件 

① 今後の自治体のネットワーク構築をする上で、セキュリティ技術の活用は最重要

となり、認証ＶＬＡＮ等の職員認証基盤の導入検討が必要となります。 
② うるま市においては、合併に伴う広域化に伴い、データセンターやＡＳＰ等を利

用したコスト削減の検討が必要となります。 
③ うるま市において基幹業務システム等で運用しているレガシーシステムをオー

プンシステムへ移行させる検討が必要となります。 
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第２章 四市町を取り巻く環境と新市のまちづくり 

 

この章では四市町の地域特性と「新市建設計画」及び「新市建設計画基礎調査」のアンケ

ート調査結果から、うるま市の情報化に向けた考察を行います。その考察を基に情報化計

画に反映させる住民ニーズ、各種商業・産業の活性化のためのニーズ及び行政運営と住民

サービスを効率よく行うためのニーズ等を整理し実施要件の提起を行います。 
 

１．地域特性 
ここではうるま市の立地と環境特性及び資源、人口動態と移動、産業経済の特徴等

について整理します。 

 

（１） 立地と環境特性及び資源 

① うるま市の立地と環境 

うるま市は、沖縄本島中部の東海岸に位置し、東に金武湾及び太平洋、西には沖

縄市、南は中城湾、北には金武町と恩納村に接しています。  

うるま市の人口は約１１万の規模を有する都市となり、那覇市、沖縄市に次いで

沖縄県第３位の中核都市として位置付けられます。また、総面積は８５．８２ｋ㎡

で、沖縄県全体の３.８％を占めています。 

四市町の各自治体は歴史的にも強いつながりを持っており、生活・経済の面の他、

地域の青年会が主催するエイサー大会に他自治体の青年会のエイサーが参加するな

ど、特に文化面での住民同士の交流が活発に行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２－１ うるま市の位置 
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② 四市町の特性と資源 

(ｱ) 具志川市 

具志川市は市立図書館、市民芸術劇場などの住民の教養・文化活動を支える施

設とともに、安慶名中央公園、具志川野外レクリエーションセンター、野鳥の森

自然公園など住民が憩える場所としての施設の整備がすすんでいます。 
新港地区においては港湾整備の事業が進められており、具志川市の産業振興の

起爆剤として大きな期待が寄せられています。またその新港地区では特別自由貿

易地域の形成など沖縄の産業をリードする地域活性化事業も進められています。 
観光及び文化の面では闘牛が盛んな沖縄にあって全島闘牛大会会場の安慶名

闘牛場を有するなど、県内でも最も闘牛が盛んな地域となっています。また、全

島獅子舞フェスティバル、具志川市青年エイサーまつり、市民総合文化祭の開催

及び具志川市文学賞を創設するなど文化面での活動も盛んな地域です。 
 

(ｲ) 石川市 

石川市は沖縄本島中央部の東側に位置し、沖縄本島の東西距離が最も短い立地

の環境から沖縄本島を縦断する沖縄自動車道、国道３３１号及び国道５８号への

接続道路といった主要な道路が集中しており、沖縄本島の南部圏と北部圏を結ぶ

交通の要衝地域となっています。 
石川市は東シナ海と太平洋を一望する石川高原、沖縄の本来の森や亜熱帯の自

然を再現したビオスの丘、海水浴やウィンドサーフィン、ジェットスキーなどの

マリンスポーツが楽める石川公園などの石川市のもつ観光資源とともに、沖縄本

島西海岸のリゾート地にも近接しており立地自体が観光資源ともなっています。 
 

(ｳ) 勝連町 

勝連町は与勝半島の南側の地域と浜比嘉島、津堅島、浮原島、南浮原島からな

り、豊かで広大な海域に恵まれています。 
勝連及び勝連城は「心豊か」「気高い」「品位ある」を意味する古語の「きむた

か」と称され、国指定史跡の勝連城跡は「琉球王国のグスク及び関連遺産郡」の

ひとつとして平成１２年に世界遺産に登録をされています。 
「きむたかホール」を中心に行っている伝統文化の継承と発展、人材育成を目

的とする県内外との異文化交流を実施しながらの地域の小中高生の参加を募っ

ての文化活動は、新たな地域文化を芽生えさせるものとして、また若者を育成す

る新たな活動の方法として県内外からも注目を集めています。 
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(ｴ) 与那城町 

与那城町は与勝半島の北側半分と藪地、平安座、宮城、伊計の４つの島からな

り、これらの島々は海中道路や大小様々な橋で結ばれています。 
与那城町は、海にかける橋のまち「あやはしの町与那城」として知られ、風光

明媚な自然にとともに、静穏な海域と島々の特性を生かした滞在型リゾートの開

発と誘致に向けた取組みが行われています。 
海の駅あやはし館沿いの海岸にて毎年行われる「よなしろシーアートフェステ

ィバル」は、地域の資源でもある広大な砂浜を有効利用する地域ぐるみのイベン

トで、砂上の芸術作品を「ひと目見よう」と県内各地からも多くの見学者を集め

ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 行政区域が広域化されることによる行政サービスの享受格差を生まないために

もＩＴによる格差是正策の策定が必要となります 
② うるま市がもつ伝統芸能や新たな地域文化の創造活動、エイサーなどのイベン

ト及び豊かな自然や歴史などについては観光資源として生かすためにも効率よ

く発信することが求められます 

実施要件 

考 察 

① 行政区域の東西の移動距離が約１時間と広大な区域となっています 
② 沖縄本島西海岸リゾート地域に近接する交通要衝地域と海中道路を隔てる風光

明媚な滞在型リゾートを目指せる閑静な地域及び特別自由貿易として産業活動

の活性化が担える地域資源があります 
③ エイサーや闘牛、伝統芸能などとともに若者が参加する新たな地域文化の創造

活動は本地域外からも注目される優れた地域の資源です 
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（２） 人口動態と移動 
① 人口・世帯数動向 

平成１５年３月末現在までの国勢調査及び沖縄県住民基本台帳人口・世帯数統計

をみると、四市町の人口は１１４，４５３ 人、世帯数は３８，５０３世帯で、昭和

６０年からの人口・世帯数をみると増加基調にありますが、特徴的に一世帯当たり

の人口は０．０ポイント減少傾向にあり、核家族化が進んでいる状況といえます。 

 

 
 

② 年齢別人口 

平成１５年３月末現在、四市町の年齢３区分の人口は０ ～１４歳の年少人口が２

２，４７０（１９．６％）、１５歳～６４歳が６９，５７９人（６０．８％）、６５ 歳

以上が２２，４０４人（１９．６％）となっています。昭和６０年からの推移をみ

ると、緩やかな傾向で少子高齢化が進んでいます。 
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図２－２ 人口・世帯の推移 

（参考：平成１５年度新市建設計画基礎調査） 
図２－３ 平均世帯数の推移 
（参考：平成１５年度新市建設計画基礎調査） 

図２－４ 年齢別３区分人口の推移 
（参考：平成１５年度新市建設計画基礎調査） 
注：平成 15 年数値は推定です  

図２－５ 年齢別３区分割合の推移 
（参考：平成１５年度新市建設計画基礎調査） 
注：平成 15 年数値は推定です 

112,922 

注

注
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③人口移動 

平成１２年の四市における昼間人口は９９，１９０人、夜間人口は１０９，８８

０人と昼間人口が１０，７００人程度少なくなっていますが、人口及び世帯数の増

加基調からしても、居住地を本地域に構え、近隣市町村へ就業している状況は生活

を営む上でいかに地元思考が強いかが伺えます。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

恩納村
2,859人

勝連町
2,286人

沖縄市
27,7878人

石川市
4,359人

与那城町
2,259人

浦添市
22,406人

具志川市
12,107人

3，195人

944人

2,134人

188人

69人

4，877人

330人

729人

340人

89人

777人

647人

711人

515人

615人

440人

808人

189人

469人

76人

33人

59人
15人

327人

341人

6人

103人834人

322人

72人

（単位：人・％） 

表２－１ 昼夜間人口による人口移動の状況 
（参考：平成１５年度新市建設計画基礎調査） 

※人口の移動は通勤・通学での流出入 

図２－６ 平成１２年本地域の就業者の状況 
（参考：平成１５年度新市建設計画基礎調査） 

 ①昼間人口 ②昼間 
人口流入 

③昼間 
人口流出 ④＝②－③ 夜間人口 昼間 

人口比率 
具志川市 56,547 9,524 13,961 -4,437 60,984 92.7% 
石川市 19,467 2,822 5,323 -2,501 21,968 88.6% 
勝連町 12,082 2,019 3,507 -1,488 13,570 89.0% 
与那城町 11,094 1,631 3,895 -2,264 13.358 83.1% 
合  計 99,190 15,996 26,686 -10,690 109,880 90.3% 
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④ 主要通学先の人口移動 

平成１２年国勢調査に基づく統計からみた１５歳以上の主な通学先における人口

の移動をみると２，２７５名の約３０％が他市町村へ通学しています。 

他市町村への第１位の通学地でみると、沖縄市が９０５名ともっとも多く、残り

は与那城町から勝連町への通学が３８８名となっている。第２位の通学地で多いの

は宜野湾市で２２５名、３９．８％、第３位の通学地で多いのは那覇市の１９５名

で４６．９％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－２ 主要通学先の人口移動の状況 
（参考：平成１５年度新市建設計画基礎調査） 

 本地域への通学者 他市町村への通学者 常任通学者 

具志川市 3,264 1,018 4,282 
石川市 1,156 360 1,516 
勝連町 604 291 895 
与那城町 280 606 886 
合  計 5,304 2,275 7,579 

① 人口・世帯数ともに増加基調となっていますが、一世帯あたりの人口は減少傾

向となっていることから核家族化が進んでいる状況となっています 
② 年齢別人口の推移をみると緩やかな傾向で少子・高齢化が進んでいます 
③ 昼夜間人口の移動状況と主要通学先の人口移動状況をみると近隣市町村への就

業者や通学者が多く、生活を営む上で地元指向が強いことが伺えます 

考 察 

① 福祉施設や地域コミュニティーセンター及び子育て支援センターなどの施設間

の人、情報などに関するネットワーク化を推進する必要があります 
② 高齢者の保健・介護等に関わる情報をデータベース化し、必要な情報をいつで

もどこからでも取り出して活用できる環境と仕組みづくりを整備する必要があ

ります 
③ 地域の遊休施設等の情報を積極的に県内外へ発信し、当該地域の有効性をアピ

ールすることにより企業を誘致し地域の活性化を図る必要があります 

実施要件 
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（３） 産業別就業者人口 
産業別就業者人口の変遷をみると、第１次産業の就業者数・割合とも減少傾向です。

第２次産業は緩やかに減少傾向にあり一方、第３次産業で就業者数は増加の傾向にあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

第1次産業 4,893 4,189 3,206 2,751

第２次産業 10,781 10,249 10,591 10,510

第３次産業 23,143 26,133 28,080 30,235

昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年

図２－７ 四市町合計産業別就業者数の推移 
（参考：平成１５年度新市建設計画基礎調査） 

産業別就業者人口では第３次産業への就業者数が増加傾向となっていることか

ら、役所の開いている時間帯に行政サービスを受けられない市民が増加しているこ

とが示されています 

考 察 

高度、多様化する市民のニーズに即した行政サービスの充実を図るための環境と仕

組みづくりが必要となります 

実施要件 
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（４） 環金武湾振興ＱＯＬプロジェクト 

環金武湾振興ＱＯＬプロジェクトは健康・長寿・美をキーワードに、個性豊かな

地域資源を活用した金武湾を取り巻くうるま市と金武町、宜野座村を加えた市町村

で構成、参加３市町村で連携した地域振興を図るプロジェクトです。 

情報化に関わるプロジェクトとしては、健康長寿の研究・開発による地域振興、

ゼロエミッション導入による環境調和型まちづくりなどの各リーディングプロジ

ェクトを全国ブランドとするための各種ＣI事業、ネットワーク整備事業及び各種

施設整備事業などがあげられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域情報化の検討にあたっては、地域資源を連携して活用するとしている関係

する自治体の情報化計画の考慮を行うとともに、情報流通基盤の整備などでも連

携の考慮が必要となります。また、地域内の既存プロジェクトの進捗などを把握

し情報化計画に反映させる必要があります 

近隣地域の資源を連携して活かす環金武湾振興ＱＯＬプロジェクトやその他の

既存の地域振興を図るプロジェクトについて、プロジェクトを構成する関係自治

体の情報化計画等との整合や進行中の既存プロジェクトとの整合の必要も示され

ています 

実施要件 

考 察 
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２．うるま市のまちづくりの方向性 
うるま市のまちづくりのあり方として「具志川市・石川市・勝連町・与那城町新市建

設計画」にてその方向性が示されていますが、本節では新市建設計画の「新市建設の基

本方針７つの柱」のうちの６つの柱から情報化計画に関わる主要施策を抽出、その考察

を行い情報化計画に反映させる実施要件を整理します。 

 

（１） 未来に向けた情報化・国際化の基盤づくり 

① 高速・大容量通信網を基盤としたインターネットなどの普及と地域情報化を推進

します 
② 自宅や職場のパソコンからのインターネット利用で可能となる電子自治体の実

現を図ります 
③ 公共施設間の情報ネットワークである地域イントラネットの整備充実を図りま

す 
④ 小中学校における高速インターネット環境の整備充実を図ります 
⑤ テレビ会議システム導入など産業、教育、福祉、医療等に活用できるシステム体

制と通信回路網の整備充実を図ります 
⑥ 地域の情報を広く世界に発信できるような施策の展開を図ります 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

考 察 

① 電子自治体の実現や、住民生活の向上及び社会活動の場などにおいてもイン

ターネットなどのＩＴ利用が必須となることからその普及を推進するとして

います 

② 公共施設間を高速ネットワークで結ぶ必要を示しており、その基盤としての

地域イントラネットを整備し充実を図るとしています。その、整備・充実を図

る地域イントラネットは行政施設のみでの利用ではなく、学校及び社会教育施

設、産業、教育、福祉及び医療等の各分野においてテレビ会議システム導入な

どの用途での利用も示されています 

③ うるま市の持つ伝統芸能や文化、観光情報などの各種資源及びイベント情報

などを効率よく世界に向けて発信する施策展開の必要が示されています 

実施要件 

① ＩＴの利用促進にあたってはＩＴを利用する行政サービスの充実に併せ、住

民の情報リテラシー向上を図ることが必要となります 

② 地域イントラは行政、学校教育及び社会教育、図書館及び産業、教育、福祉

及び医療等の各分野での利用を想定した整備検討を行う必要があります 

③ 地域の情報を世界に向けて効率良く発信するための環境と仕組みづくりが

求められます 
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（２） 地域資源を生かした豊かで活力ある産業づくり 

① 特産物のブランド化及び販路の拡大による農業全体の活性化と魅力ある農業を

展開します 
② 市民農園や観光農園など観光と他産業の連携を図った取組みを推進します 
③ 健康・長寿をテーマにした各種研究開発とスポーツビジネス、健康ビジネス、観

光ビジネスの創出、及びそれらの相互連携による新産業を育成します 
④ 経営基盤の強化、近代化、共同化を促進し、イベント等の開催により様々な情報

を発信します 
⑤ 新市の数多くの観光資源を活用したオンリーワンの産業を目指します 
⑥ 自然と文化を生かす長期滞在型観光の振興やマリンスポーツ、マラソンなどのス

ポーツイベントのＰＲに努め、新たな観光客の誘致を図ります 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

考 察 

① 特産物のブランド化や創出されたビジネス、イベント情報及びオンリーワン

産業及び地域資源のＰＲのためにも関係する情報を効率良く発信する必要が

示されています 

② 農業全体の活性化を図るためにもブランド化した商品の販路拡大は必須と

なることが示されています 

③ 経営基盤の強化のためにも異種産業の連携、共同化することの必要が示され

ています 

④ うるま市の数多くの観光資源を活用したオンリーワンの産業づくりを目指

すとともに、自然と文化をいかす長期滞在型観光の振興により新たな観光客誘

致を図る事が重要となります 

実施要件 

① 各種の情報は「広域に、タイムリーに、アピール力のある」などを考慮する

必要があり、ＩＴを積極的に活用した情報発信が必要となります 

② 商品の注文及び決済は電子商取引としてネット上でもひろく行われるように

なっており、ブランド商品販路拡大のひとつの方法としてインターネットを利

用した取引を考慮する必要があります 

③ 異業種の連携、共同化のためのＩＴ利用では、データセンターの構築や共同

化したデータの利用促進などの検討が必要となります 

④ 観光資源を活用するオンリーワン産業をアピールするための仕組みづくりと

ともに、本地域での長期滞在を可能にするためには全国、全世界からの情報収

集及び連絡が行える仕組みづくりが必要となります 
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（３） 自然と共生した安全で快適な生活環境づくり 

① 生命や財産を守る防災・消防体制の充実に努める 
② 多発する子どもへの犯罪等の防止のための地域ぐるみでの防犯体制づくりを図

ります 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４） やすらぎとふれあいが支える健康・福祉づくり 

① 社会的に弱い立場にある人が広く社会に参加し自立できるよう助け合い、共に地

域の中で暮らしていける社会を目指します 
② 高齢者、身障者などの方々が積極的に社会参加できるユニバーサルデザインによ

るまちづくりを推進します 
③ 県立中部病院と民間病院との連携を図った医療体制づくりを推進します 
④ 生涯学習などの面での世代間交流等を積極的に支援します 
⑤ 児童館、子育て支援センターの支援・充実を図ります 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

考 察 

生命や財産を守る防災対策や多発する子供への犯罪等を防止する対策の必

要性が示されています 

実施要件 

考 察 

① 身障者の方々の社会参加、高齢者の方々と現役世代間との世代間交流の必要

が示されています 
② 沖縄県等の公共機関と民間の病院、行政が支援する児童館、子育て支援セン

ターなどの施設と親及び子といった幅のひろい連携の必要が示されています 

実施要件 

 

① 身障者の社会活動への参加や世代間交流を活発にするためのツールとして

もＩＴ利用の当分野での応用が必要となります 
② 県立病院と民間病院、子育て支援センターなどの施設と住民といった連携に

おいても、ＩＴがその連携の一翼を担うことが必要となります 
 

教育現場への不審者等の不法侵入を監視し犯罪を未然に防ぐためには、監視

カメラ等を用いた映像情報の提供が重要となります 
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（５） 人と歴史がおりなし、共に学び創造する教育・文化づくり 
① 図書館、公民館等の文化・学習施設をネットワーク化し、施設の役割分担を図る

ことにより、夜間でも利用できる学習活動や地域活動の場を充実します 
②住民一人ひとりの様々なニーズに応じて、住民が主体的に“いつでも、どこでも、

だれでも”学ぶことのできる生涯学習システムの構築を推進します 
③ 基礎・基本学習の徹底を図り、コミュニケーション能力の向上やＩＴの学習がで

きる教育システムの構築を推進します 
④ 既存のスポーツ・レクリエーション施設の整備とネットワーク化を推進します 
⑤ 伝統文化の薫り高いまちづくりに向け、文化・芸術情報の受発信機能の充実・整

備とその活用に努めます 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

考 察 

① 図書館や公民館等の文化・学習施設をネットワーク化することにより、夜間

でも利用できる学習活動や地域活動の場の充実が示されています 
② 市民一人ひとりのニーズに応じた生涯学習システムの整備が示されていま

す 
③ 市民の情報リテラシーの向上を図るための教育システム導入の必要が示さ

れています 
④ 既存のスポーツ・レクリエーション施設間をネットワーク化することにより

効率的に市民への利用提供を行う仕組みの必要が示されています 
⑤ うるま市の伝統文化や芸術情報を受発信するための環境を整備する必要性

が示されています 

①図書館や公民館及びスポーツ・レクリエーション等の公共施設間のネットワー

クを整備する必要があります 
②市民一人ひとりのニーズに応じた生涯学習システムの整備を図る必要があり

ます 
③市民の情報リテラシーの向上を図るための環境と仕組みづくりを行う必要が

あります 
④うるま市の伝統文化や芸術情報を受発信するための環境と仕組みづくりを行

う必要があります 

実施要件 
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（６） パートナーシップで築く住民主役のまちづくり 

① コミュニティーのネットワーク化を図り、地域連携の環境づくりを行います 
② 祭りやエイサー大会など、イベント充実化とそれらを通した地域内外交流を推進

します 
③ 企画立案から住民が参画するまちづくり体制の整備を推進します 
④ インターネット等のＩＴを活用した積極的な情報公開や情報交換を推進します 
⑤ 住民サービスの充実を目指した自治体運営の見直しをします 
⑥ 行政組織の横断的な連携強化を推進します 
⑦ 行政職員の資質の向上や能力開発のための研修、事業評価の制度化など効率的な

組織作りを推進します 
⑧ 自主財源確保のためのアウトソーシング等、業務の民間委託による行政コスト削

減などの施策を推進します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① コミュニティー同士の連携や地域のイベント等を通じた交流・連携の必要が

示されています 
② 市民が参画するまちづくりには、行政からの積極的な情報公開・情報交換が

必要になることが示されています 
③ 市民サービスの充実を図るためには自治体運営の見直し、行政組織の横断的

な連携強化、行政職員の資質向上や能力開発のための研修の充実、及び事業評

価制度化などの効率化の必要が示されています 
④ 自主財源の確保のため、業務のアウトソーシング等を積極的に推進する必要

が示されています 

① コミュニティー同士の連携や地域間交流を活発にするためのツールとして

も、ＩＴの当分野での応用が必要となります 
② 開かれた行政の推進と市民と行政のパートナーシップ確立に向けて、インタ

ーネット等がもつ双方向コミュニケーション機能などの積極的な活用が必要

となります 
③ 市民サービスの充実を目指した行政組織の横断的な連携強化と職員の情報

リテラシーの向上、及び事業評価の制度化等を評価する仕組みが必要となりま

す 
④ 行政コストの削減のため、業務の民間委託によるアウトソーシング等のいっ

そうの推進が求められます 

考 察 

実施要件 
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３．住民のニーズ 
本節では合併に関わる住民ニーズ調査「新市建設計画策定のためのアンケート調査（平

成１５年７月～９月実施）」について、情報化に関わる項目について参照、考察を行い情

報化計画に反映させる実施施策を整理します。 

 

（１） 住民への市や町から提供される情報の満足度について 

（設問）お住まいの市・町の環境のうち、市・町からの情報提供の状況について

どう思いますか。 

（アンケート回答） 

8.4

5.2

9.9

6.9

14.3

5.6

12.6

18.6

13.0

49.4

56.2

51.8

55.3

51.7

52.0

52.2

11.8

16.9

19.8

14.6

16.1

10.1

14.2

2.5

4.8

12.3

4.1

9.0

8.4

11.9

7.0

8.9

5.8

3.8

5.2

10.2

11.8

4.9

3.8

5.8

10.0

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50歳以上

49歳以下

与那城町

勝 連 町

石 川 市

具志川市

全　 体

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－８ 市や町からの情報提供 

（参考：住民ニーズ調査） 

① 市や町からの情報提供について「やや不満」と「不満」を合わせると２０％

近くになっています。 なお、年齢別の満足度では４９歳以下の年齢層におい

ての満足度は低い傾向となっています 
② 行政からの情報提供について、不満と回答された住民が約２割ともなってお

り、不満者を減らすための施策展開の必要を示しています 

実施要件 

行政が施策や制度等を決定する際は市民へ情報公開を行い、住民から収集した

意見や要望を取入れる仕組みづくりが求められています 

考 察 

市 

町 

別 

年
齢
別 
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（２） 教育環境・施設整備の満足度について 

（設問） お住まいの市・町の環境のうち、教育環境・施設整備の状況について

どう思いますか。 

（アンケート回答） 

5.3

4.7

14.6

5.1

10.7

10.9

19.9

13.3

49.5

54.8

45.6

58.9

53.2

53.3

52.3

11.3

17.9

20.5

16.5

15.1

10.7

14.6

14.1

10.4

7.5

8.9

5.7

4.0

3.6

2.8
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50歳以上

49歳以下

与那城町

勝連町

石川市

具志川市

全体

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 全体では「やや不満」と「不満」をあわせた不満足の割合は２１％と高くな

っていることから、不満足の割合を減らすための施策を展開する必要性が示さ

れています 
② 市町別でみた場合、不満足の割合が３６％にのぼる自治体もあり、地域間の

格差を是正するための施策の必要を示しています 
③ 年齢別では４９歳以下の年齢層において、不満足度が高い傾向となっている

ことから、教育環境の充実を図るための施策を行う必要性が示されています 

実施要件 

教育環境については教育施設の充実とともに魅力ある教育システムの整備が

求められています。その環境改善の検討にあたって、遠隔授業や交流授業及び合

同授業等の分野でＩＴの積極的な活用が求められます 

考 察 

図２－９ 教育環境整備の状況 

（参考：住民ニーズ調査） 

市 

町 

別 

年
齢
別 
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（３） 合併により期待できる点 

（設問） あなたは四市町が合併した場合、どんなことに期待ができると考えま

すか。（複数回答） 

（アンケート回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１０ 合併による期待できる点 

（参考：住民ニーズ調査） 

広域的な視点に立ち道路や公共施設
のなどの効果的な整備 

四市町が一体となった広域的で魅力
あるイベントの開催 

環境問題、観光振興等広域的観点から
の調整による有効な展開 

スポーツ文化施設など公共施設の有
効活用や相互利用 

専門職員の配置などによる行政サー
ビスの高度化、多様化 
利用可能な行政窓口の増加による住
民票発行 

各地の地域資源を連携する観光、交流
活動の活性化 

２３．１ 

３８．５ 

３４．３ 

２８．３ 

２８．０ 

２６．０ 

２５．０ 

２３．１ 

１８．１ 

１４．６ 

１４．４ 

地域のイメージアップや存在感の向
上による 

行政経費の削減や行財政運営の効率
化 

重点的な投資による質の高い施設設
備や大規模事業の実施 

① 合併への期待として「行政経費削減や行財政運営効率化」が多くの住民の意

見となっている事から、行政の効率化を図る事によって住民サービスの向上に

向けた施策を展開する事の必要性が示されています 
② 次に意見の多い「地域のイメージアップや存在感向上」については、住民と

行政が一体となって地域のイメージを向上させるための環境整備を行い、積極

的にアピールすることの必要性が示されています 

実施要件 
① 行財政運営の効率化と行政サービスの充実化を図るためにも、ＩＴを有効に

活用した業務改善の推進や、アウトソーシングによる行政コストの削減を行う

が事が必要となります 
② 地域のイメージアップを図るためには、ホームページの持つ迅速性、広範性、

双方向性等の機能を有効に活用し、効果的な情報発信を行う事が必要となりま

す 

考 察 
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（４） 合併により心配される点 

（設問） あなたは、四市町が合併した場合、心配されることは何ですか。 

（複数回答） 

 

（アンケート回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１１ 合併による心配される点 

（参考：住民ニーズ調査） 

区域が広くなり、きめ細かなサー
ビスが受けにくい 

住民の連帯感が薄れ、地域社会の
形成がむつかしくなる 

合併後の役所が遠くなり、不便に
なる 

昔から継承されてきた文化や伝統
などの地域性がなくなる 

議員の減少することにより住民の
意見が反映されにくい 

５３．７ 

５２．３ 

３７．８ 

３２．４ 

３１．４ 
 
２１．１ 

一部の地域だけが発展し、その他
の周辺部分が取り残される 

① 合併により「一部の地域だけが発展し他周辺部は取り残される」ことが最も

心配される点となっている事から、住民サービスの向上を図るための環境を整

備する必要が示されています 
② 行政サービスについても「区域が広くなり、きめ細かなサービスが受けにく

くなる」第２位、「合併後の役所が遠くなり、不便になる」第４位と、合併で

の広域化によるサービス低下を不安視する意見も多く、地域間の格差を是正す

るための環境整備の必要を示しています 

実施要件 

① 行政エリアの広域化に伴い、居住地による行政サービス享受の格差を生じさ

せないためにも、ＩＴを積極的に活用する事が重要となります 
② ＩＴを活用するための基盤整備として、行政の全エリアにおいて情報通信基

盤の整備・充実が必要となります 

考 察 
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（５） 新市の将来像について 

（設問） あなたは、四市町が合併によって誕生する新市の将来像は、次のどれ

が望ましいと考えますか。（複数回答） 

（アンケート回答） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１２ 新市の将来像 

（参考：住民ニーズ調査） 

緑豊かな自然環境を大切にする
まち 

交通事故、犯罪の少ない安全なま
ち 

道路、公園、上下水道などの生活
環境が整ったまち 

学校教育が充実し、教育環境が整
ったまち 

快適な居住環境に恵まれたまち 

５１．０ 

４２．７ 

４１．６ 

３４．８ 

３０．２ 
 
２６．３ 
 

健康づくりや子ども・お年寄りな
どを大切にする保健・福祉のまち 

① 保健・福祉の充実を求める住民の声が多い事から、それらのサービスの充実

を図り子供やお年寄りを大切にするまちづくり推進の必要が示されています 
② 学校教育の充実を求める声も多く、教育環境の整備を行うための必要が示さ

れています。また、ＩＴを活用した世代間交流の場を提供し、自然の大切さを

学び後世に伝えることの必要が示されています 
③ 学校現場において犯罪を未然に防止するための仕組みづくりの必要が示さ

れています 

実施要件 

① ホームページ等を利用した保健・福祉情報の提供の充実を図る事が必要とな

ります 
② 情報流通基盤を活用したシステムの整備を図り、県外や県内の他の学校との

交流授業や遠隔授業及び市内の学校間の合同授業等を行うための仕組みづく

りや監視カメラ等を用いた防犯システムの整備が必要となります 

考 察 
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（６） 新市の重要施策 

（設問） あなたは、四市町が合併した場合、優先的に取組む施策について、次

のどれが重要と考えますか。（複数回答） 

（アンケート回答） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併市・町を連絡する幹線道路整
備による交通利便性の向上 

高齢者や障害者（児）などの福祉
サービスービスの充実 

企業の誘致、商業の振興など地域
経済の活性化 

ごみ収集・処理の充実 

快適な居住環境に恵まれたまち 

２７．５ 

２５．５ 

２４．６ 

１８．６ 

１７．８ 
 
１７．１ 
 

子育て支援をする体制と学校教
育・教育環境・施設の充実 

図２－１３ 新市の重要施策 

（参考：住民ニーズ調査） 

① 子育てを支援するための体制づくりや、学校教育における環境の整備の充実

と高齢者や障害者（児）等の福祉サービスの充実が示されています 
② 企業の誘致に向けた情報や、地元の特産品や農産品及び海産物の情報を発信

する事によって地域の活性化を図る必要が示されています 
③ ごみ収集に関する情報や道路の渋滞情報等、快適な居住環境を充実させるた

めの情報を提供する必要が示されています 

実施要件 

① ホームページを活用した子育て支援の情報や、高齢者や障害者（児）等の福

祉サービスの情報を発信するための仕組みづくりが求められています 
② 企業の誘致に向けて特別自由貿易地域の情報や、地元の特産品等の情報を発

信するための環境と仕組みづくりが求められます 
③ 市民が必要とする情報をいつでも、どこからでも取出せる環境と仕組みづく

りが必要となります 

考 察 
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第３章 四市町の情報化現状と問題点 

 

この章では、うるま市地域情報化計画の策定にあたり、うるま市の地域情報化事業の実

施にむけた方向性を検討するため、四市町においてこれまでに行われてきた情報化の現状

と問題点を整理します。 

 

１． 四市町の情報化現状 

うるま市の情報化の方向性を検討するにあたり、四市町がこれまでに行ってきた情報

化の現状と、事務実施上のシステム導入状況を調査し、四市町が抱えている情報化の

問題点を把握します。 

ヒアリング調査については、うるま市の情報化に向け行政内部のシステムを改善する

ことが住民サービスの品質向上や、より良い環境つくりに繋がっていく事から、これ

までの四市町各課係における情報化事業に係わる取組みと、事務実施の現状を確認し

分析することによって、現行の事務実施上の問題点と解決課題および解決へのアプロ

ーチを検討し、うるま市における情報化の規範的な計画策定に展開します。 

 

（１） 現状調査 

四市町はこれまで、それぞれにおいて電算システムを導入し、行政事務の効率化を

図ってきましたが、これまで導入された基幹系のシステムはクライアントサーバーシ

ステムやパソコン等スタンドアロン方式が主流となっています。 

情報系システムでは、インターネット上のシステムとして議会議事録検索システム

や施設予約システム等を導入しています。電子メールについては、庁内外との情報共

有と事務の効率化を図るためグループウェアを利用してメールのやり取りを行って

います。 

職員への端末配備状況については具志川市が約７割で石川市が約３割、勝連町が約

５割、与那城町は約６割で全体では５割強となっています。 

これまでに四市町において導入された基幹系、情報系システムの導入状況を次ペー

ジから示します。 
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① 電算システム導入状況 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

基幹業務システム（１／１） 
四市町 

業務分類 システム名 
具志川 石 川 勝 連 与那城 

住民基本台帳システム Ｏ Ｏ ＣＳ ＣＳ 

印鑑登録システム Ｏ Ｏ ＣＳ ＣＳ 

戸籍附票システム Ｏ × × × 

住民基本台帳ネットワーク（ＪＮＥＴ） ＣＳ ＣＳ ＣＳ ＣＳ 

住民票・ 

戸籍関係 

住民票・印鑑バックアップ ＣＳ × ＣＳ ＣＳ 

国民健康保険・資格賦課システム Ｏ Ｏ ＣＳ ＣＳ 

市県民税システム Ｏ Ｏ ＣＳ ＣＳ 

固定資産税システム Ｏ Ｏ ＣＳ ＣＳ 

軽自動車税システム Ｏ Ｏ ＣＳ ＣＳ 

税務係 

収納管理システム Ｏ Ｏ ＣＳ ＣＳ 

介護保険システム Ｏ Ｏ ＣＳ ＣＳ 

生活保護システム ＣＳ ＣＳ × × 

児童福祉システム（以下詳細） － － － － 

保育料管理 ＣＳ Ｐ ＣＳ ＣＳ 

乳幼児医療 ＣＳ Ｐ ＣＳ ＣＳ 

児童手当 ＣＳ Ｐ ＣＳ ＣＳ 

母子父子医療 ＣＳ Ｐ × ＣＳ 

児童扶養システム ＣＳ Ｐ × × 

障害者福祉システム（以下詳細） － － － － 

障害者情報 ＣＳ Ｐ × ＣＳ 

障害者医療 ＣＳ Ｐ × ＣＳ 

施設入所身障 ＣＳ Ｐ ＣＳ × 

施設医療 ＣＳ Ｐ × × 

障害者支援費管理システム ＣＳ Ｐ ＣＳ ＣＳ 

福祉関係 

老人医療システム ＣＳ Ｐ ＣＳ ＣＳ 

国民年金 国民年金システム ＣＳ Ｏ ＣＳ ＣＳ 

宛名情報管理 Ｏ Ｏ × ＣＳ 
共有事項 

口座情報管理 Ｏ Ｏ ＣＳ ＣＳ 

選挙 選挙人名簿システム Ｂ Ｂ ＣＳ Ｂ 

給付管理システム ＣＳ × × × 

滞納管理システム ＣＳ × ＣＳ × 

介護認定・給付管理システム ＣＳ ＣＳ × × 

その他 

住基連携 

システム  
健診管理システム ＣＳ ＣＳ ＣＳ ＣＳ 

区分【O：ｵﾝﾗｲﾝ方式(汎用機),CS：ｸﾗｲｱﾝﾄ／ｻｰﾊﾞｰ方式  

B：ﾊﾞｯﾁ,P：ﾊﾟｿｺﾝ等ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ,W：Web方式】 
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各課個別システム（１／２） 
四市町 

業務分類 システム名 
具志川 石 川 勝 連 与那城 

介護支援システム ＣＳ ＣＳ ＣＳ ＣＳ 

家屋評価システム ＣＳ × × × 

固定資産情報システム ＣＳ × × × 

法人市民税 ＣＳ × ＣＳ ＣＳ 

外国人登録記録 Ｐ × Ｐ × 

不在者投票管理システム ＣＳ × ＣＳ Ｐ 

農地台帳システム Ｐ × Ｐ Ｐ 

農地地図システム ＣＳ × × Ｐ 

精神障害者保健福祉台帳システム × Ｐ × × 

業務 

国保電子地図システム × Ｐ × × 

給与システム ＣＳ ＣＳ ＣＳ ＣＳ 

人事管理システム × × ＣＳ Ｐ 

文書管理システム Ｗ × × Ｗ 

指名選考補助システム ＣＳ × × × 

財務会計システム ＣＳ Ｏ Ｐ ＣＳ 

町村土地開発公社業務支援システム × × Ｐ × 

内部情報 

起債管理システム Ｐ Ｐ ＣＳ ＣＳ 

補助版標準積算システム２ Ｐ × × × 

法定・法定外公共物地図情報システム Ｐ × × × 

建築確認支援システム Ｐ × × × 

建築データ検索システム Ｐ × × × 

沖縄県土木工事積算システム Ｐ Ｐ Ｐ × 

土木積算システム（土木工事積算） Ｐ Ｐ × Ｐ 

公共下水道台帳管理システム Ｐ Ｐ × × 

補助システム Ｐ Ｐ × × 

権利者管理システム Ｐ × × × 

土木・建設 

土木積算システム（土木積算） Ｐ × × × 

委員会・施設台帳管理システム Ｐ × × × 

委員会・防音維持費管理システム Ｐ × × × 

図書館システム ＣＳ ＣＳ ＣＳ × 

学齢簿管理システム ＣＳ × × × 

学校備品管理システム ＣＳ × × × 

教育 

幼稚園保育料システム ＣＳ × × ＣＳ 

区分【O：ｵﾝﾗｲﾝ方式(汎用機),CS：ｸﾗｲｱﾝﾄ／ｻｰﾊﾞｰ方式  

B：ﾊﾞｯﾁ,P：ﾊﾟｿｺﾝ等ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ,W：Web方式】 
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各課個別システム（２／２） 
四市町 

業務分類 システム名 
具志川 石 川 勝 連 与那城 

学校図書館システム ＣＳ × × × 
教育 

学校保育管理システム ＣＳ × × × 

水道・財務会計システム ＣＳ ＣＳ ＣＳ ＣＳ 

水道・料金管理システム ＣＳ ＣＳ ＣＳ ＣＳ 

水道・土木管理システム Ｐ × × × 

水道・水道施設管理システム ＣＳ × × × 

公営企業 

配水池遠方監視制御システム × Ｐ × × 

その他 犬の登録管理システム Ｐ × Ｐ × 

老人医療支援ネットワーク Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ 県・他機関と

の接続 国保ネット Ｗ Ｐ Ｗ Ｗ 

区分【O：ｵﾝﾗｲﾝ方式(汎用機),CS：ｸﾗｲｱﾝﾄ／ｻｰﾊﾞｰ方式  

B：ﾊﾞｯﾁ,P：ﾊﾟｿｺﾝ等ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ,W：Web方式】 
情報系システム（１／１） 

四市町 
業務分類 システム名 

具志川 石 川 勝 連 与那城 

条例検索システム Ｗ Ｗ × × 

議会議事録検索システム Ｗ Ｗ Ｗ × 

施設予約システム Ｗ Ｗ Ｗ × 

行政・地域観光情報収集発信システム × × Ｗ × 

インターネ

ット 上のシ

ステム 

掲示板 × Ｗ × × 

その他 庁内グループウェア Ｗ Ｗ Ｗ Ｗ 

区分【O：ｵﾝﾗｲﾝ方式(汎用機),CS：ｸﾗｲｱﾝﾄ／ｻｰﾊﾞｰ方式  

B：ﾊﾞｯﾁ,P：ﾊﾟｿｺﾝ等ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ,W：Web方式】 

基幹系システムはクライアントサーバー方式や、スタンドアロン方式が主流とな

っており、それぞれのシステム毎にサーバーが異なるためデータの共有化が困難な

状況となっています 
また、四市町のネットワーク環境およびインターネット環境の整備は進んでいるも

のの、職員へのパソコン一人一台体制は四市町ともに達成されていない状況となっ

ています。今後は情報流通基盤の整備を行い各システムの共有化を図るとともに、

情報の共有化に向けて職員全員へのパソコン配備が望まれます 

考 察 
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② 地域インターネット整備事業導入状況 

四市町における地域インターネット整備事業の導入においては、具志川市、石川

市、勝連町の三市町で事業を実施しており各公共施設と庁舎間をネットワークで結

びインターネットが利用される環境が整備されています。与那城町は地域インター

ネット整備事業が未導入となっています。 

 

(ｱ) 具志川市 

具志川市役所と中央公民館や市民芸術劇場等の公共施設間をＩＳＤＮ回線や

アナログ電話網を介してネットワークを構成しています。公共施設の予約状況の

確認や地域生活者がインターネットを利用できる環境が整備されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３－１ ネットワーク構成図 

市民芸術劇

専用線１２８Kbps 

アナログ電話網 

公民館 

介護支援センターー 

中央公民館 

消防本部 

IＮＳ６４ｋ 

・

IＮＳ６４ｋ 

社会福祉協議会 

給食センター 

公民館 

公民館 

IＮＳ６４ｋ 

IＮＳ６４ｋ 

IＮＳ６４ｋ 

IＮＳ６４ｋ 

IＮＳ６４ｋ 

IＮＳ６４ｋ 

 
ＩＳＰ 

・・・・

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ 

 
具志川市役所 

市民体育館 

IＮＳ６４ｋ 

ＩＳＤＮ網 

IＮＳ１５００ｋ 

① 事務執行の効率化に向けて電子化された情報共有の仕組みがありません 

② 基幹系システムはクライアントサーバー方式や、スタンドアロン方式が主流と

なっておりＷｅｂ化が図られていません 

③ 情報系システムの導入については、四市町で利用できる内容にばらつきがあり、

行政から地域生活者への情報提供のみとなっており、市民と行政が要望や意見を

自由に即時的に交換できる機能が整備されていません 

改善要件 
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(ｲ) 石川市 

石川市役所と中央公民館や市民体育館等の公共施設および石川中学校や図書

館等を無線で接続し、地域生活者がインターネットを利用できる環境が整備され

ています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 勝連町 

勝連町役場と各公民館、保健センター、保育所等を無線ＬＡＮおよびＩＳＤＮ

やアナログ電話網を介して接続し、地域生活者がインターネットを利用できる環

境が整備されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２ ネットワーク構成図 

学校 

下水道終末処理場 私立保育園 

専用線１２８Kbps 

中央公民館 

消防本部 

・

社会福祉協議会 

給食調理場 

ＩＳＰ 

： 

市民体育館 

保健相談センター 

無線１．６Ｍ 

無線１．６Ｍ 

無線１．６Ｍ 

無線１．６Ｍ 

無線１．６Ｍ 

学校 

学校 

石川市役所 

無線１１Ｍ 

無線１１Ｍ 
無線１１Ｍ 

図書館・民族資料館 

無線１．６Ｍ 無線１．６Ｍ 

 

無線１１Ｍ 

無線１．６Ｍ 無線１．６Ｍ 

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ 

 

図３－３ ネットワーク構成図 

フレッツADSL1.5Mbps 

B&G海洋センター ・

IＮＳ６４ｋ 
保健センター 

IＮＳ６４ｋ IＮＳ６４ｋ 

IＮＳ６４ｋ 

ＩＳＰ 

 
Ｉｎｔｅｒｎｅｔ 

 

第二保育所 

浜公民館 アナログ電話網 

比嘉公民館 

給食センター 

第三保育所 

ＩＳＤＮ網 

南原公民館 平敷屋公民館 津堅公民館 

勝連保育所 

内間公民館 

平安名公民館 

勝連町役場 

IＮＳ６４ｋ IＮＳ６４ｋ 

無線１１Ｍ 

無線１１Ｍ 

無線１１Ｍ 

無線１１Ｍ 無線１１Ｍ 
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勝連町は高度教育用ネットワーク利用環境整備事業も実施しており、勝連町教

育委員会と各小中学校および幼稚園間をフレッツＡＤＳＬ等で接続し学校間の

教育用として利用できる環境が整備されています。また、インターネット網にも

接続されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 具志川市役所とＩＳＰ間のネットワークが１２８Ｋｂｐｓとなっており、高速

化が図られていません。また、各公民館とのネットワークも６４Ｋｂｐｓと高速

化が図られていません 
② 石川市役所とＩＳＰ間のネットワークが１２８Ｋｂｐｓとなっており、高速化

が図られていません 
③ 勝連町役場と各公民館とのネットワークが６４Ｋｂｐｓとなっており、高速化

が図られていません。また、「高度教育用ＮＷ利用環境整備事業」で整備された

各学校間を結ぶネットワーク環境については、回線速度にばらつきがあり統一化

が図られていません 

具志川市、石川市、勝連町において地域インターネット事業が導入され、それぞ

れの地域において活用されています。また、勝連町においては高度教育用ＮＷ利用

環境整備事業も導入され、教育用のネットワークとして整備されています。全体的

な傾向としてネットワークにＩＳＤＮや無線等を利用しており高速化が図られて

いない状況となっています 

図３－４ ネットワーク構成図 

Ｂフレッツ１００Ｍ 

学校給食センター 

 
ＩＳＰ 

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ 

 
ＮＴＴ寄宮ビル 

フレッツオフィス１０Ｍ 

平敷屋小学校 平敷屋幼稚園 

ＩＰ網 

勝連町教育委員会 

南原小学校 

南原幼稚園 勝連幼稚園 勝連小学校 

ＡＤＳＬ 

比嘉幼稚園 

比嘉幼稚園 

ＩＳＤＮ 

比嘉小学校 

浜中学校 

比嘉小学校 

ﾌﾚｯﾂISDN 64k 

ﾌﾚｯﾂADSL 8M 

ﾌﾚｯﾂISDN 64k 

無線１１M 

無線１１M 

ﾌﾚｯﾂADSL 8M 

ﾌﾚｯﾂADSL 8M 

ﾌﾚｯﾂADSL 8M 

ﾌﾚｯﾂADSL 8M 

ﾌﾚｯﾂADSL 8M ﾌﾚｯﾂADSL 8M 

ﾌﾚｯﾂISDN 64k 

考 察 

改善要件 
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③ 四市町のホームページ開設状況 

具志川市、石川市、勝連町、与那城町の全てがホームページを開設しており、各

種統計資料や行財政に関する情報、観光名所や各種イベントに関する情報、広報に

関する情報等が掲載されています。 
具志川市、石川市、勝連町は庁内においてホームページの設備を持ち、それぞれ

の市町で管理や運用を行っているが、与那城町についてはホームページの設備を

外部に委託しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 図書館システムの導入状況 

図書館システムは具志川市、石川市、勝連町の三市町が公立の図書館を運用して

います。具志川市と石川市の市立図書館はＷｅｂ上から蔵書の検索が可能となって

いますが、勝連町立図書館についてはＷｅｂ上からの検索は不可となっています。

具志川市は教育研究所と各小中学校の蔵書についても、データ化しており、それぞ

れの学校が所有している蔵書の検索もＷｅｂ上から可能となっています。 

四市町全てがホームページ上で行政情報や観光情報等の各種情報の提供を行って

います。石川市のホームページでは掲示板システムが導入され、地域生活者の情報

交流の場として活用されています。また、具志川市、石川市、勝連町のホームペー

ジでは施設予約システムが導入され、各種公共施設の予約状況等の検索が可能とな

っています 

① 具志川市においてはホームページの更新を担当課のみで実施しており、簡易な

作業で更新できるツールが整備されていません。また、地域からの情報を収受し

共有するための仕組みが整備されていません 
② 石川市においてもホームページの更新を担当課のみで実施しており、簡易な作

業で更新できるツールが整備されていません。また、地域から収集した情報を共

有し発信するための仕組みが整備されていません 
③ 勝連町においてもホームページの更新を担当課のみで実施しており、簡易な作

業で更新できるツールが整備されていません。また、地域からの情報を収受し共

有するための仕組みが整備されていません 
④ 与那城町においてはホームページの更新を担当課のみで実施しており、簡易な

作業で更新できるツールが整備されていません。また、地域からの情報を収受し

共有するための仕組みがありません 

考 察 

改善要件 
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（２） 事務執行の現状 

事務執行の現状についてヒアリング調査を行い、ヒアリング結果をそれぞれの項

目に分類し整理しました。 

 

①事務実施上の現状と問題点 

 
 
 
 
 
 
 
 

① 具志川市、石川市、勝連町のそれぞれにおいて公立図書館を単独で運用してお

り、ネットワーク化が図られていません 
② 具志川市立図書館の蔵書はＷｅｂ上から検索が可能となっているが予約ができ

ません 
③ 石川市立図書館の蔵書はＷｅｂ上からは検索が可能となっているが予約ができ

ません 
④ 勝連町立図書館は町のホームページに図書館へのリンクはあるが現在工事中と

なっており、Ｗｅｂ上から図書の検索や予約ができません 
⑤ 四市町の学校図書館の運用状況は、具志川市の教育研究所及び小中学校（１３

校）の蔵書がＷｅｂ上から検索が可能となっているが予約は不可となっています

石川市、勝連町、与那城町の学校図書館についてはシステムが整備されていませ

ん 

具志川市、石川市、勝連町の三市町が公立の図書館をそれぞれで運用しています

また、具志川市は教育研究所と具志川市内の小中学校の蔵書についてもデータ化し

ています 
今後は三市町の図書館をネットワーク化し、図書情報を一元的に管理運営する事

が望まれます 

考 察 

改善要件 

 
自治体名 コメント 

具志川市 

・GIS システムが色々な課で別々に使われており、仕事に無駄がある様に

思える。システムを統合し共有出来ればコスト削減にも繋がる 
・利用者ニーズを検証し現在の事務を見直す必要性を感じているが、日々

の事務作業に余裕がないため、現況を改善するための検討が為されてい

ない 

石川市 
・建設工事の検査に関しては年度末に稼動が集中し人手が足りないため、

他課の有資格者を２月～３月の期間だけ任命して検査事務に携わって

もらっている 
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②情報の共有に関する現状と問題点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③事務のルール（フローやマニュアル）に関する現状と問題点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
自治体名 コメント 

具志川市 

・土地情報を各課で共有するための仕組みづくりがされていないため、道

路に関する住民からの相談に対し場所の特定が困難となっている 
・基幹業務システムの多くがクライアントサーバーシステムで、クライア

ント側にもそれぞれのシステムに対応したソフトを導入して事務を行

なっているため、各フロアに設置できる端末の台数に制限があり、拡張

性があまり無い 

石川市 ・これまで実施したイベントの情報はストックしているが共有もされてお

らず公開もしていない 

勝連町 

・道路等の整備する場合に、整備予定地に遺跡が無いか照合する必要があ

るが、他課との情報のやり取りがうまく行われていないため、遺跡の照

合をする前に工事が始まってしまうことがある 
・地域インターネット整備事業で各公民館に端末を整備し、地域の子供達

には利用されているが、お年寄りには殆ど利用されていない 

与那城町 
・うるま市では住民健診や予防接種、健康診断がどの地域から来ても受診

できるようになると聞いているが、与那城地区以外の住民の方は顔も知

らないため、情報の共有を図るためにはどうすれば良いのか悩んでいる 
 

 
自治体名 コメント 

具志川市 

・事務のフローが確立されておらず日々の作業に追われている 
・事務処理の流れがマニュアルと合っていない 
・文書の保管に関するマニュアルが整備されていないため、文書の管理が

各課で統一されていない 

石川市 

・現在のイベント実施に関するマニュアルが作成されていないため、人事

異動後の４月から７月にかけては祭りの準備に追われている。誰がやっ

ても大丈夫なようにマニュアルを作成して事務を行うようにすれば良

いと思う 
・事務処理のガイドラインについてはマニュアルが無い 

勝連町 ・利用マニュアルが整備されているがあまり活用されない 
与那城町 ・事務の処理方法とフローが合わない 

 

 
自治体名 コメント 

勝連町 

・文書管理システムを導入し部分的に運用しており、手作業による稼働が

軽減されているが、文書管理システムの本格的な運用がされていないた

め、機能を充分に活かしきれていない 
・農業従事者の高齢化に伴い、後継者の育成について対策を図る必要があ

るが、対策が遅れている状況となっている 

与那城町 ・メールを使える環境になっているが、実際には文書でのやり取りが多く

メールが有効に活用されていない 
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④情報の公開に関する現状と問題点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
⑤事務処理に関する現状と問題点 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

自治体名 コメント 

具志川市 

・地図情報を公開するための仕組みづくりが整備されていないため、地域

生活者や業者からの電話による問合せが多い 
・地元企業に対する支援策が多く、内容を理解した上で地元企業の皆さん

へ周知していない。現状は支援策を事務的に処理している 

石川市 

・ホームページの更新について全体的なニュースは随時更新しているが、

各課の内容は全体で月１回程度の更新となっており、地域生活者のニー

ズに対応しきれていない 
・再開発事業について空き施設の有効活用を行いたいと考えているが、公

共施設の空き状況については情報の公開をしていない 

勝連町 

・発掘した文化財を展示する資料館が勝連町にはなく、倉庫的な施設があ

るのみである。また、台帳等での管理も行われておらず、データの蓄積

がないため情報の発信が難しい 
・文化財の情報発信については、アピールが弱いと感じている。町のホー

ムページにパンフレットを載せている程度である 

与那城町 

・麻疹等の予防に関する情報は保育所へは文書で行い、地域生活者に対し

ては広報で行っているが、ホームページを活用したリアルタイムな情報

の提供が出来ていない 
・軽油税の減免制度に関する情報が、地域生活者へ周知徹底されていない

ため、申請があがってこない 
 

自治体名 コメント 

具志川市 

・情報の収受は紙でのやり取りだけでなく、電子データのやり取りでも可

能となっているが、紙でのやり取りが慣れているため、電子データで受

け取って紙で保管している 
・支払い処理は機械化しているが、システム化が不十分なため手作業で処

理する事務も多く煩雑となっている 

石川市 

・予算関連を投入するシステムが担当課に整備されていないため、ほぼ毎

日別の課に出向きシステム投入しており、事務を効率的に処理するため

の環境整備が必要と考えられる 
・普通財産の管理等は数種類の図面を見て判断するため、申し込みを受け

付けてから回答を行うまでに時間がかかり非効率となっている 

勝連町 ・文書管理について昨年システムを導入し部分的に運用を行い、手作業が

少なくなったがシステムの機能を十分に活かしきれていない 

与那城町 ・兼務で事務を実施しており、議会が開催された場合は両方の事務を行う

ため稼働が逼迫する 
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⑥情報の管理、保管に関する現状と問題点 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦情報化への要望 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自治体名 コメント 

具志川市 

・電子化された情報を保管するための検討がなされていないため、電子化

された情報を紙で管理している 
・住民からの要望については、パソコンで投入後に紙でファイリングして

いる 

石川市 

・文書の管理が整理されていないため、廃棄しなくてはいけない文書が地

下倉庫に保管されたままとなっている 
・文書や図面の保管が紙のため探すのに時間がかかる 
・議事について整理を行い、同じような質問が出ないように過去の議事を

データベース化しておきたい 

勝連町 

・文書の保存について規定年月を超えた文書もあり、現状は整理されてい

ない 
・備品について台帳管理を行っているが、保管場所と備品の所在が整合し

ていない 

与那城町 ・文書の保存については業務別にファイルして保管しているが、年度毎に

仕分けされていないため整理を行う必要がある 
 

自治体名 コメント 

具志川市 

・地図情報システムを導入し簡単に用途地域の地図をパソコンで打ち出し

て、地域生活者に提供できれば住民サービスの向上につながると思う 
・公共施設等にシステムを設置して簡単なタッチパネル操作で、地域生活

者が自分の知りたい情報を取り出せれば住民サービスの向上につなが

ると思う 

石川市 

・現在は情報を紙で保管しており必要なときに瞬時に検索することが難し

い。情報をデータベース化して、どの課からも利用できるような仕組み

を整備して頂きたい。うるま市になった場合は特に必要になると考えて

いる 
・現在ホームページの更新を一担当で実施しており、情報の更新が思うよ

うにいかない。ホームページへの掲載内容に対し地域生活者からの苦情

もあり、今後はどの担当からも更新できるようなシステムを導入したい 

勝連町 

・道路建設等の場合に史跡の情報を他の担当と共有できるシステムがほし

い 
・四市町の資料館を結んで、文化財の台帳管理をしっかりと行い、地域生

活者にも公開できるシステムがほしい 

与那城町 

・うるま市になった場合は住民検診、予防接種、健康診断がどの地域から

来ても受診できるようですが、住民の顔も知らないので情報の共有が出

来るようにして欲しい 
・議員の方への連絡事項はメールを活用して稼動の削減を図りたい 
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（３） 情報化の現状のまとめ 

ここでは四市町のシステム導入状況調査及びヒアリング調査の結果から、四市町

の事務執行上の傾向と当該地域の傾向及び当地における現状についてまとめてい

ます。 

 

①四市町の事務執行上の傾向について 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

②当該地域の傾向について 

 
 
 
 
 
 
 

③当地における現状総括 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自治体名 コメント 

具志川市 

・コスト意識の徹底と人員適正化は進んでいる 
・部分最適による業務効率化が進んでいるが、業務や処理のトータルフロ

ーを意識した効率化の意識は低く、実施できていない 
・水平思考での情報共有や活用が不足している 

石川市 
・水平思考に基づく他部門との情報共有の必要性に係る認識が高い 
・庁外への積極的な情報発信と共有による業務の高質化への取組みは不足

している 

勝連町 ・事務実施に必要となる情報の所在管理が曖昧 
・庁内の情報共有や情報の電子的な管理が進んでいない 

与那城町 ・情報の性質に即した管理の必要性認識は高い 
・電子情報による行政情報の提供には消極的 

 

コメント 
・部分効率のみを優先させた効果性の薄い情報化投資には、否定的で従前もあまり行

われていない 
・紙媒体での事務実施が主体で、庁内情報の電子化が進んでいない 
・電子化された情報の共有と活用が為されていない 
・外部との情報共有手段は、相手先に依存している 
・人的稼動により、行政サービスの遂行と質的向上を果たしている 

 

コメント 
・他地域にはありがちな、無駄な情報化投資はあまり見られない 
・電子化された情報の活用には自治体間で差があるが、積極的には取り組んでいない 
・慣習に基づく現状の事務実施方法への忠誠度・依存度が高く、より効果的に実施す

るための業務フローレベルの根本的な見直しには、取り組んでいない 
・電子情報の取扱いや活用に係る統一的な管理やその規範となるべき基準が無い 
・各自治体における従前からの慣習にもとづいて、現状の業務がデザインされており、

これに対する問題意識は希薄 
・合併協議にて新たな事務フローを検討し、新たな情報化の方針を検討する上では、 
このことを改善に導くために視野を広げた検討となる 
・現状を改善に導くには、適正な法制的制約には十分配慮しながらも、慣習による規

定や細則には、これに依存することなく問題意識をもって評価し、電子情報をどう

活用するべきかを検討し、その運用に必要な基準をマニュアルや規定、細則として

整理し、その上でシステムの仕様を決していく当たり前の手順の徹底が求められる 
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第４章 うるま市情報化のコンセプト 

 

ここでは、前章までに記した本計画策定に向けて実施してきた調査結果を総括して、改

善に導かれるべき課題を抽出し、その改善策となるうるま市情報化の基本コンセプトを設

定します。 

課題の抽出と基本コンセプトの設定にあたっては、まず国や県、先進自治体の取組みや

地域特性及び地域住民がうるま市に期待する事柄などの調査結果から実施すべき要件を導

きだし、従前の情報化に係わる取組みの制約を受けずに当地に即した「情報化によって導

くべき理想的な地域像」を設定します。次に四市町の情報化に係わるこれまでの取組と事

務執行の状況調査結果から改善に導かれるべき現状を総括し「改善対象となる現状」とし

て設定します。両者を比較し、その差分を検証することで解消すべき課題を抽出・明確化

します。抽出された課題を解消・消滅させる抜本的な解決策を検討するに当たって必要と

なる基本視座を検討し、これをうるま市情報化の基本コンセプトとして設定します。 

なお、この考え方について下図に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 
国の情報化施策 

県の情報化施策 

先進地域動向 

第 2 章 
地域特性 

考察と実施要件 ⇒ 

考察と実施要件 

考察と実施要件 

考察と実施要件 

⇒ 

⇒ 

まちづくり方針 

⇒ 

⇒ 考察と実施要件 

新市へのニーズ ⇒ 考察と実施要件 

第 3 章 
現状調査 考察と改善要件 

事務執行の現状 

⇒ 

⇒ 考察と改善要件 

 

「情報化によって導くべき 

理想的な地域像」の設定 

～多種多様なライフスタイル・サポート～ 
～コミュニティー・コミュニケーション～ 

～行政サービス～ 

 

 

改善対象となる現状の総括 

～うるま市発足当初の情報化事業像～ 

比
較
に
よ
る
差
分
抽
出
・
明
確
化 

解決策 

検討 

 

課題への抜本的改善策

検討の基本視座 

↓↓ 

  うるま市情報化の   

基本コンセプト設定 

4-1 

4-2 

4-3 
4-4 

先進技術動向 考察と実施要件 ⇒ 
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１． 「情報化によって導くべき理想像」の設定 
本項では、国や沖縄県の動向、他地域の事例、当地の地域特性および住民ニーズを当

市の実情に即して考察するとともにうるま市において提供されることが望まれる実施要

件としてまとめます。この「考察」と「実施要件」から、うるま市における「情報化に

よって導くべき理想像」を設定します。 

 

（１） 国の情報化施策の総括 

①国の情報化施策と実施動向に係わる考察 
これら一連の施策展開によって・・・ 
・IT を積極的に活用する新たな行政の有り方と行政サービスの高質化への取組み

の必要性を示唆され、 
・情報セキュリティの検討とその実践的な取組みの必要性と実施方法が提示され

ている 
このことは当市においては・・・ 

○  うるま市の情報化によって、内発的なサービスおよび業務改善に係わる事

業展開に併せて、取組み、導入すべきサービスの方向性が明示されました。 
☆ しかしながら、非常に広範で大規模な取組みが求められているものであり、

財政状況と経済性を勘案した実施方法と実施時期などの検討によって当市

において実現可能で、実効性が高い検討を踏まえることが重要となります。 
 

②実施要件 
(ｱ) 行政サービスの時間的な制約を解消・軽減します 
(ｲ) 行政サービスの空間的な制約を解消・軽減します 
(ｳ) 行政サービスの電子的提供に必要となる認証基盤の整備・導入を進めます 
(ｴ) 教育現場により多くの情報端末を設置し、インターネットなどを利用した自

発的、創造的な学習が可能な環境をつくります 
(ｵ) 学校間でのブロードバンド環境を構築し、これを利活用した教育システムの

導入を進めます 
(ｶ) 行政事務の執行に係わる「情報」の性質に即した取扱いを規定し、実践しま

す 
(ｷ) 業務の標準化、共同化や外部委託について検討し、効率的な行政運営を前提

とした情報化施策、事業を検討します 
(ｸ) 住民が積極的に行政運営に参画できる環境整備を進めます 
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（２） 沖縄県の情報化施策の総括 

①沖縄県の情報化施策と実施動向に係わる考察 
これら一連の施策展開によって・・・ 
・ IT を積極的に活用することで県民生活の向上と自立に向かわせる取組みにつ

いて示され、 
・ 沖縄を基点として情報が発信、交流が展開される「内発的情報交流圏」の確立

を到達点として設定されている 
このことは当市においては・・・ 

○ うるま市の情報化によって、内発的なサービスおよび業務改善に係わる事

業展開に併せて、取組み、導入すべきサービスの方向性が明示されました。 
☆ 非常に広範で大規模な取組みが求められているものであり、財政状況と経

済性を勘案した実施方法と実施時期などの検討によって当市において実

現可能で、実効性が高い検討を踏まえることが重要となります。 
 

②実施要件 
(ｱ) 行政サービスの時間的な制約を解消・軽減します 
(ｲ) 行政サービスの空間的な制約を解消・軽減します 
(ｳ) 共同利用方式やデータセンター、外部委託を含めた検討による行政運営の効

率化と低コスト化に努めます 
(ｴ) 地域にある情報化関連資産を活用して情報リテラシーの醸成を進めます 
(ｵ) 電子的な行政サービスの提供に併せて利便性とセキュリティの両立を果たす

仕組みづくりに取組みます 
 

（３） 他地域の情報化動向 

①他地域の情報化動向に係わる考察 
これらの取組みにおいては・・・ 
・ 多様化する住民ニーズに柔軟に対応するために IT を積極的に活用することで、

新たな行政サービスを新たな手法で提供しています、 
このことは当市においては・・・ 

○  合併による行政圏の変化にともなう新たな市民生活の動向を把握する仕

組みを確立することと、これを柔軟に行政サービスに反映させる仕組みづく

りが必要であることが明らかになります。 
☆  新たなサービスの提供を可能とする規程や組織づくりを含めた仕組みづ

くりが極めて重要になります。 
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②実施要件 
(ｱ) 分庁方式により懸念される行政サービスの空間的問題点の発生を防止・軽減し

ます 
(ｲ) サービス提供範囲の広域化や提供する行政サービスの多様化への対応におい

て、効率的にかつ十分な質でのサービス提供に取組みます 
(ｳ) 地域の行政サービスに係わるニーズを把握する仕組みを確立します 
(ｴ) 多種、多様化する生活様式に併せた行政サービスの導入、提供を支援する情報

化を目指します 
(ｵ) 住民の行政に対するニーズを短期間でサービスに反映できる仕組みづくりに

努めます 
 

（４） 他地域の行政運営手法の動向 

①他地域の行政運営手法に係わる考察 
これらの取組みにおいては・・・ 
・行政運営上の様々な問題へ対応するために IT を積極的に活用することで、新

たな行政サービスの新たな実施方法が実現されています。 
このことは当市においては・・・ 
○ 地域に必要とされる行政サービスを提供する上で、従前にはなかった新たな

事務執行プロセスの確立や行政と民間の役割などを見直すことで効率的

に適正なサービスを提供することに繋げることができます。 
☆  情報化施策、事業がこの対象になり得るとともに、他のサービスを見直

すことにおいても IT の適用が重要な要素となっています。 
 
②実施要件 

(ｱ) 地域のニーズを適正に反映できる事務執行プロセスを構築します 
(ｲ) IT の持つ効用を十分に踏まえて、様々な行政運営上の諸問題の解決に有効に

活用します 
(ｳ) 従前の手段や方法論に依存することなく、新たな行政にふさわしい事務執行の

あり方とそれを支える情報システムを構築します 
 
（５） 先進技術の動向 

①先進技術の動向に係わる考察 
これらの取組みにおいては・・・ 
・行政サービス提供における昨今の問題点を反映し、新たなセキュリティ技術と

その活用による住民や職員の利便性向上と情報保護の両立がより高いレベルで

実現されようとしています。 
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このことは当市においては・・・ 
○ うるま市において積極的な IT の適用を進めようとする際には、その効用を

正しく理解し、適正な導入方法と目標設定の下に実現される必要がありま

す。 
☆ 高度な技術の導入には、大きなコストが必要となることもあり、経済性や

効果性などを予め十全に検討することが必要となります。 
 
②実施要件 

(ｱ) 高度な情報セキュリティを確保しつつ、住民にも職員にも利便性の高い情報シ

ステムを構築します 
(ｲ) 合併による行政圏の広域化から懸念されている行政サービス提供における空

間的制約を解消・最小化します 
(ｳ) 従前の手段や方法論に依存することなく、新たな行政にふさわしい事務執行の

あり方とそれを支える情報システムを構築します 
 
（６） 地域特性の総括 

①地域特性に係わる考察 
これらにおいては・・・ 
・四市町は古くから日常生活圏として人と人の結びつきが強く、地域の交流が積

極的に行われてきました。 
・ひとの持つ豊かな力を呼び覚まし、機能させることが地域づくりの基盤となり

ます。 
・合併により行政区域が広域化します。 
このことは・・・ 

○ ＩＴを積極的に活用し多種多様な情報の受発信を行うとともに、住民と行

政のコミュニケーションが図れる仕組みづくりを確立します。また、行政

区域の広域化による地域間格差を解消し、市民生活の利便性向上を図るた

めにも IT を活用した行政サービスの提供を行う必要性が明らかになりま

す。 
☆  住民が情報化により地域間の格差を感じることが無いように、住民サー

ビスの充実を図ることが重要となります。 
 

②実施要件 
(ｱ) 合併による行政圏の広域化による行政サービスの空間的な制約を解消・軽減し

ます 
(ｲ) 地域の情報をタイムリーに発信するための環境と仕組みづくりを進めます 
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(ｳ) 住民と行政のコミュニケーションが図れる環境と仕組みづくりを進めます 
(ｴ) 住民の多様化するニーズを適正に反映できる環境の整備を図ります 

 
（７） うるま市まちづくり方針の総括 

①うるま市のまちづくり方針に係わる考察 
これら一連の方針においては・・・ 
・高速・大容量通信網を基盤とした地域情報化の推進と、ＩＴを積極的に活用し

た行政サービスの高質化への取組みが示唆され、 
・情報化によって市民一人ひとりがジリツ（自立・自律）できる環境の整備と、

仕組みづくりの必要性が提示されました。 
このことは・・・ 

○ うるま市の情報化を推進する上で、各事業において展開されるサービス内

容と、行政の横断的な連携による住民サービスの充実を目指した取組みが

明示されました。 
☆ しかしながら、数多くの取組みが求められているものであり、財政状況と

経済性を勘案した実施方法と実施時期などの検討によって事業の優先順

位を決定し、実施することが重要となります。 
 
②実施要件 

(ｱ) 高速・大容量通信基盤を活用し多種、多様化する生活様式に併せた行政サービ

スの提供を支援する情報化を目指します 
(ｲ) 行政サービスの電子的提供に必要となる認証基盤の整備・導入を進めます 
(ｳ) 教育現場に、より多くの情報端末を設置し、インターネットなどを利用した自

発的、創造的な学習が可能な環境をつくります 
(ｴ) 学校間でのブロードバンド環境を構築し、これを利活用した教育システムの導

入を進めます 
(ｵ) 文化・学習施設間でのブロードバンド環境を構築し、住民の皆様へ利便性の高

いシステムの構築を図ります 
(ｶ) 地域にある情報化関連資産を活用して情報リテラシーの醸成を進めます 
(ｷ) ＩＴの持つ効用を十分に踏まえて、住民の皆様が積極的に行政運営に参画でき

る環境整備を進めます 
(ｸ) 行政内において横断的に共有化が図れ、住民にも職員にも利便性の高い情報シ

ステムを構築します 
(ｹ) 住民のニーズを適正に反映できる事務執行プロセスを構築します 
(ｺ) 業務の標準化、共同化や外部委託について検討し、効率的な行財政運営を前提

とした情報化施策、事業を検討します 
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（８） うるま市へのニーズ 

①うるま市へのニーズに係わる考察 
これらのニーズにおいては・・・ 
・合併により行政区域が広域化することから、質の高い行政サービスが受け難く

なる事、及び地域間格差が生じることを不安視する声があります。 
・合併により行政区域が広域化することから、住民へのより一層の情報提供が要

望されています。 
このことは・・・ 

○ 合併による行政圏の変化にともない住民のニーズを把握する仕組みを確

立するとともに、住民のニーズを行政サービスに反映させる仕組みづくり

が必要となることが明らかとなります。 
☆ ＩＴを積極的に活用し住民のニーズに即した行政サービスの提供と、各種

情報の受発信を可能とする環境の整備と仕組みづくりが重要となります。 
 
②実施要件 

(ｱ) 分庁方式により懸念される行政サービスの空間的問題点の発生を防止・軽減し

ます 
(ｲ) 地域の行政サービスに係わるニーズを把握する仕組みを確立します 
(ｳ) 住民の行政に対するニーズを短期間でサービスに反映できる仕組みづくりに

努めます 
(ｴ) 高速・大容量の通信基盤を活用した教育環境の整備を進めます 

 
（９） うるま市の理想像 

ここでは「国の情報化施策の総括」から「うるま市へのニーズ」までの考察結果より、

うるま市の理想像を下記のとおり設定します。 
① 人の豊かさと地域のポテンシャルを呼び覚ます情報交流空間の創造 
② 住民ニーズに即応する利便性が高く、機能的な行政サービス提供基盤の創出 
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２． 「改善対象となる現状」の総括 
 

本項では、四市町の情報化に係わるこれまでの取組みと事務執行の状況調査結果から

新市の情報化事業の実施によって、改善に導かれるべき現状を総括し、前項にて導出し

た理想像との比較による新市における情報化のコンセプト抽出に展開します。また総括

するプロセスにて「改善されるべき要件」の整理も実施します。また、この「改善され

るべき要件」は、本計画の実行プロセスにて適時行われる達成度評価において、その解

消が成果指標として適用します。 

 

（１） 情報化現状調査に係わる総括 

①情報化に係わる現状調査に係わる考察 
これら一連の調査によって・・・ 
・これまで導入されているシステムの多くはホストもしくはクライアント・サー

バー方式で構築されています 
・職員への PC 等情報端末配備率は、約５割と低調です 
・各庁舎間を結ぶ高速の情報共有基盤はありません 
・四市町とも、情報化に係わる基本計画は策定されていません 
・行政情報の提供方法は広報誌・会報や広報チラシ等のメディアが中心です 
このことから、四市町の情報化においては・・・ 

● 処理の安定性に配慮したシステムを構築してきました 
● システムの利用権限の所有者増加が、導入や運用に係わるコストの増加に

つながる構成となっています 
● 職員の情報端末の操作スキルや情報リテラシーの向上が、行政サービスの

向上に反映されにくい構造を産んでいます 
● 事務を実施するうえでの必要な情報の水平的な共有を支える役割を情報

システムが果たせない仕組みとなっています 
● 部局それぞれの「効率化」や「高度化」に向けた要求によって情報化が推

進されています 
● 行政と住民の情報のやりとりが片方向のメディアを中心にしており、住民

ニーズの把握や住民からの情報発信を容易に行えない仕組みとなっていま

す 
 
②改善されるべき要件 

(ｱ) 全庁的な情報化に係わる方針や基本計画が策定されていません 
(ｲ) 情報化に係わる長期的計画がないため、計画的な新技術の検証と移行検討が困

難となり、情報化事業のトータルコスト最適化につながっていません 
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(ｳ) 全庁的な情報化戦略が明確でないため、職員の IT 活用スキルの育成とその行

政サービス提供に向けた活用が進んでいません 
(ｴ) 事務執行の効率化や高質化のために電子化された情報共有の仕組みがありま

せん 
(ｵ) 住民と行政が、要望や意見を自由に即時的に交換できる機能を整備できていま

せん 
 

（２） 事務執行の現状調査の総括 

①事務執行の現状調査における考察 
これら一連の調査によって・・・ 
・各部局がそれぞれの業務を効率化する取組みは行われています 
・紙媒体での事務実施が依然として主体となっており、情報の電子化はすすんで

いません 
・電子化された情報を事務執行に有効活用することはあまり進んでいません 
・外部との情報共有の手段は、標準化されていません 
・従来からあるやり方・分担を積極的に見直すことはできていません 
このことから四市町の情報化においては・・・ 
● “動向”や“先進性”を追い求める情報化事業には消極的で効果性が明らか

でない取組みへの投資は避けられています 
● 事務の高質化と効率化を実現するための電子化された情報の水平的な共有

と活用は遅れています。 
● 慣習（＝従来からある業務フローやシステム構造）の大幅な見直しを含む IT

の適用には取組んでいません 
● 電子化された情報の取扱いに係わる統一的な基準は策定されていません 

 
②改善されるべき要件 

(ｱ) 共有と活用に向かわない紙媒体による事務処理がおこなわれ、情報が蓄積さ

れています 
(ｲ) 部局や個人の中に情報が埋没しています 
(ｳ) 慣習を拠り所として事務実施フローが固定化しています 
(ｴ) 情報の取扱いの基準が個人や組織の価値観に依存しています 
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第５章 情報化事業推進に向けた環境づくりとアクションプラン 

 

この章では住民サービスの向上と行政運営の効率化・高質化を目指した情報化事業の推

進に向けた環境作りと、情報化事業を効率的に進めていくためのアクションプランについ

て検討を行います。 

 

１．情報化計画の目的 
本計画は住民サービスの向上及び行政運営の効率化・高質化の実現に向け、各情報化

施策の優先度を設定しスケジュールを明確にします。さらに国の支援事業や県の施策を

有効に活用し、うるま市の情報化をより効率的・効果的に進めることを目的とします。 
 

２．情報化事業の推進に向けた環境づくり 

情報化事業の推進に向けて、先ずうるま市における地域情報流通基盤ネットワーク

の構築の必要性について検討を行います。次に情報の有効活用と投資の効率化に配慮

した新たな行政情報システム構造への移行について検討を進め、さらに情報化事業計

画の効果性向上に向けた環境づくりについて検討を行います。 

 

（１） 新市における地域情報流通基盤ネットワークの構築 

うるま市の地域情報化においては、「行政情報化」及び「地域情報化」を推進する為

に基礎となる情報流通基盤ネットワークが前提となります。 

情報流通基盤ネットワークは、うるま市の各庁舎を中心に主要な公共施設を結ぶ「行

政情報流通基盤」と、市内の小中学校、公共施設等を結ぶ「地域情報流通基盤」から

なり、各接続施設を光ファイバー等の高速大容量通信網で接続します。 

情報流通基盤ネットワーク上で、ＩＴを積極的に活用することで、住民のニーズに

即した行政サービスと、住民生活の利便性の向上を目指します。 

具体的な利用例として、「行政情報化」においては、職員一人 1台のパソコン配備を

行い、水平的な情報共有の仕組みづくりを行うことで、行政事務の効率化を図ります。

さらに、職員認証基盤を導入しセキュリティ強化を図ります。 

また、文書管理においては、文書起案・決裁システム・公文書交換システム・情報

公開システムなどのシステムを統合し、行政事務の文書事務の発生から廃棄までのラ

イフサイクルを一括管理することを目指します。 

行政オンライン化により住民が自宅からインターネットで、各種の電子申請ができ

るワンストップ行政サービスを目指します。 

「地域情報化」において、学校や公民館等では、テレビ会議システムや行政相談シ

ステム等のＩＴを活用した行政サービスの提供することにより、地域間情報格差の解
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消を図ります。また、医療・福祉情報や防災情報等の行政情報を住民に発信しホーム

ページの充実を図ります。さらに、議会映像配信システム、公共施設予約システムや

図書館システム等により、住民が家庭のインターネット端末で様々なサービスを享受

できるようにします。 

「行政情報化」・「地域情報化」の両面を充実させることで、住民一人ひとりがジリ

ツ（自立・自律）できる環境を目指します。 

将来的には、「健康・長寿・美をキーワードに、個性豊かな地域資源を活用する地域

振興策」の環金武湾振興ＱＯＬプロジェクトの共通事業として整備を予定しているネ

ットワーク整備と連携を図ることにより、さらなる展開の拡充を図ります。 

新市の地域情報基盤ネットワークのイメージを図５－１に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新市における情報流通基盤ネットワークの展開イメージ 

企業 
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・県や周辺地域の情報化関連施策、事業との連携によるさらなる展開 
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図５－１ 新市の情報流通基盤ネットワークイメージ 
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（２） 情報の有効活用と投資効率化に配慮した新たな行政情報システム構造への移行 
① 従来における行政情報システムの仕組み 

四市町において導入されている行政情報システムの多くは、ホストやクライア

ントサーバー方式を採用しており、その安定性の高さから、従前の行政情報シス

テムでは最も多くの実績を有する方式でした。しかしながら、その操作にあたる

自治体職員の操作能力や情報リテラシーが醸成される今後においては、事務実施

のトータル・フローの効率性とシステム導入運用における経済性など行政運営全

体の健全化を図るための新しい観点から、再検証する必要性があるものと考えて

います。 

また、「うるま市における理想像」を実現し、適正な投資の成果として行政手続

の電子化を進め、住民サービスをさらに向上に導くことで新市にふさわしい行政

運営システムを確立するためには現在のシステムでは構造的な限界があります。

このためには前項で示した情報流通基盤ネットワークとの相互作用によって、取

り扱う情報の性質に合わせた共有、活用や管理を図ることができる次代のシステ

ム構造へ移行することが必要となります。 

従来における行政情報システムの問題点 

(ｱ) いろいろなシステムがアプリケーションを個別に持っており無駄なコスト

がかかります 
(ｲ) それぞれのシステムの運用管理を行わなくてはならず、セキュリティの確保

が困難となっています 

(ｳ) 職員のシステム管理の負担が大きく質の高い行政サービスの提供に取組む

ことが困難となっています 

(ｴ) 統一された情報流通基盤が無いため、取り扱う情報の性質に併せた情報の管

理や共有、活用がうまく図れません 

(ｵ) 庁内に閉じた仕組みとなっており、複雑、多様化する住民ニーズに対応する

ことが困難で地域との有効な交流が図れません 

(ｶ) 共同利用や広域連携への対応が困難で、効率性や効果性の向上が図れません 

(ｷ) ハードウェアやソフトウェア及び周辺機器等のシステム維持コストが高額

となります 

(ｸ) 各部局においてバラバラに企画、開発、保守、運用体制を行っており効率的

な運用が図られていません 

② 新たな行政情報システムに求められるもの 

これからの行政情報システムに求められるものとして、電子自治体の実現に向

けた情報流通基盤（ネットワーク）の整備が必須となります。 

その情報流通基盤を有効に活用して職員認証基盤や決裁基盤等を整備し、さら

にそれらの基盤上にフロントオフィスやバックオフィス等を整備する事によって

行政システムを各庁舎で共通に運用できるが事が可能となります。 
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新たな行政情報システム構造へ移行することの利点 

(ｱ) いろいろなシステムが個別に持っていたアプリケーション基盤の共有化に

より無駄なコストをカットできます 
(ｲ) 運用管理も一元化されセキュリティ確保と適正利用が促進されます 
(ｳ) システム管理の負担から解放されて各課職員の負担も低くなり、今まで以上

に質の高い、行政サービスの提供に取り組めます 
(ｴ) 情報流通基盤を構築することで、取り扱う情報の性質に併せた管理と共有・

活用の仕組みが確立できます 
(ｵ) 地域とも、庁内でも有効な交流が期待できます 
(ｶ) 今後の共同利用や広域連携への対応も容易で、さらに効率性や効果性の向上

を図ることができます 
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図５－２ 新たな行政情報システム構造への移行 
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（３） 情報事業計画の効果性向上に向けた環境づくり 
地域生活者のニーズや情報通信技術、経済、社会動向が日々変化・進歩を遂げる今

日において、本計画を、効果性を失うことなく実現していくためには、様々な環境要

因への適応を果たしながら計画を進捗させるために、計画の実施に併せて適正な実施

環境をつくることが重要となります。その相関関係と実施事項について整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

① 事業推進体制の構築 

(ｱ) 業務に係わる全庁的な情報流通を総括的に管理、運営するにふさわしい組織

づくりを進めます 

(ｲ) その機能を十全に果たすための適正な権限委譲を行います 

(ｳ) 新たな情報管理部門の機能に相応しい人員配置と、育成計画を行います 

(ｴ) 公民の役割（機能）分担の見直しによる外部委託（アウトソーシング）の検

討を行います 

(ｵ) ＩＴ適用の対象事務に係わる複数の部局と横断的なサブワーキンググルー

プを設置するなど柔軟かつ十全な検討・実施を図ります 

② 計画の進捗確認と見直し 

(ｱ) 事業の実施にあたっては、成果指標の事前設定など達成度評価の仕組みを 

予め講じます 

(ｲ) 所期の目的・効果の達成を適宜評価します 

(ｳ) 上記の達成度評価結果に応じて、定期的に計画を見直します 

(ｴ) 地域からのニーズを行政運営に反映する” サイクルタイム”を短縮する仕

組みを構築します 

③ 周辺事業との連携 

(ｱ) 情報流通の側面から類似する事業を整理します 

(ｲ) 行財政改革や制度改正など全庁的な事務実施環境を変更する性質を持った

事業との連携を強化します 

 

       

（３）周辺事業  

  との連携 

（２）計画の 
  進捗確認 
  と見直し 

（１）事業推進体制の構築 

計画の実現力と 
実効性の向上 

【計画の効果性向上に向けた環境づくりの相関イメージ】 

図５－３ 計画の効果性向上に向けた環境づくりイメージ 
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３．情報化事業アクションプラン  
ここでは、情報化計画を効率よく進めていくために具体的な施策を整理し、優先順

位を検討します。「first(以下１stとする) STEP：合併後に速やかに実施すべき事業」

「second（以下２ndとする） STEP：合併後に速やかに検討を進めて実施に導く事業」

「third(以下３rdとする)STEP：合併後の十全な検討をふまえて実施に導く事業」の

３つのステップに分けて段階的に整備することにより、徐々に効果を高めることが可

能となります。 

 

（１） アクションプラン策定における基本的な考え方 
アクションプランの策定においては、うるま市情報化の理想像に向け１st STEPは「合

併後に速やかに実施すべき事業」として、地域情報化全体を支えるものと今後の推進

の足がかりとなるものを整備します。次に２nd STEP では「合併後に速やかに検討を進

めて実施に導く事業」として、住民生活に不可欠な行政機構として必要な機能の拡充

を図ります。また、３rd STEP では「合併後の十全な検討をふまえて実施に導く事業」

として、住民、利用者にとって便利で価値のあるものの充実を進めます。 

優先順位の検討においては、緊急性、効果性、実現容易性、経済性の観点により評

価し段階ごとに実施内容を検討します。また、それぞれの関連性をふまえハード面か

らソフト面までを総合的に検討することで実施の効果を高めます。 
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（２） １st STEP：合併後に速やかに実施すべき事業 
１st STEP においては「地域情報化全体を支えるもの、今後の推進の足がかりとなる

もの整備」について取組みます。 

① 地域のニーズに沿った行政サービスの高度化に向けた環境と仕組みづくり 

 

実施項目 実施内容 

行政情報流通基盤の整備 うるま市の各庁舎を中心に主要な公共施設を光

ファイバーなどの高速伝送路で接続し、住民サー

ビスの高度化や電子自治体推進のための情報流

通基盤ネットワークを整備します 
例規・議会会議録検索システム

の整備 

住民は、いつでも自宅や公共施設の情報端末か

らインターネットを経由して例規や議会等の

会議録を素早く、簡単に検索することができま

す 

公共施設予約システムの整備 住民は、いつでも自宅や公共施設の情報端末か

らインターネットを経由して本市の管理する

公民館や体育館など公共施設の予約状況確認

や予約受付を行うことができます 

合併に伴う各システム統合に対

する総括 
合併に伴い統合されたシステムやネットワーク

について評価・総括を行い、合併後に実施する事

業との整合を図ります 
既存情報システムの最適化の検

討 
四市町で運用されていた既存情報システムの最

適な利活用を検討し、合併後に導入される情報シ

ステムとの整合をはかります 
 

 

② 地域の情報を発信・共有・収受するための環境整備・地域生活者の情報リテラシ

ーの向上 

実施項目 実施内容 

議会映像システムの整備 議会中継の映像を公共施設の情報端末やイン

ターネット上に放映を行い、議会の情報を提供

します 

庁内一人一台のパソコン配置 情報の横断的な共有化を図り、有効に活用する

ために職員一人に一台のパソコンを配置しま

す 

健康づくり、医療情報の提供 住民へ向けて健康診断や歯科検診などの健康

管理に関する情報及び、救急患者発生時の応急

処置等や市内の病院一覧、休日相談医などの各

種医療情報をインターネットや公共施設の情

報端末から提供します 
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実施項目 実施内容 

福祉情報提供 住民へ在宅介護に係る情報、介護保険情報、ボ

ランティア活動などの各種福祉情報をインタ

ーネットや公共施設の情報端末から提供しま

す 

行政情報の提供 役所への各種手続き方法や生活に関する各種

行政情報を住民へインターネットや公共施設

の情報端末から提供します 

ゴミ情報提供の整備 ゴミの分別方法や回収日、回収場所などのゴミ

に関する情報をインターネットや公共施設の

情報端末から提供します 

電子会議室の整備 行政が各事業を展開する過程において、住民の

意見を取入れる仕組みの一つとしてインター

ネットの双方向性を利用した電子会議室を開

設し、住民の行政参加を進めます 

携帯電話対応ホームページの

作成 

普及率の高い携帯電話からも情報を得ること

ができるホームページを作ります 

 

 

③ 情報共有と体系化による行政事務の効率化・職員の情報リテラシーの向上 

実施項目 実施内容 

文書管理システムの整備 行政内部で発生する文書の収受・起案・決裁・

保存・廃棄までの文書のライフサイクルを電子

化して管理します。さらに、インターネットを

通して情報公開することができます 

職員の情報共有基盤の検討 職員の情報共有を図るためにグループウェア

システムの利活用について検討します。 

職員の情報リテラシーの向上 職員研修を充実し、パソコンや情報システムなど

を使いこなし、活用する能力を有する職員を育成

します。 

併せて、自己啓発を促す仕組みづくりに努めま

す 

セキュリティ診断 インターネットを通した外部からの不正侵入

やネットワークトラフィックを監視し、不正侵

入検知を行います。また、ネットワーク機器の

脆弱性を検査、分析し効果的・効率的な対策を

図るためのセキュリティホールチェックを行

います 
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実施項目 実施内容 

セキュリティポリシーの策定 うるま市の情報資産に対し、セキュリティ上保

護すべき対象範囲を設定し、対策や管理運営等

の方針を文書化します。 

統合型ＧＩＳの整備 庁舎内で部門ごとに管理している地図情報等

を一元管理することにより、地図情報を全庁規

模で共有し、活用することができます 

組織認証基盤、職員認証基盤の

構築、整備に伴う取組み 

インターネット等での送信情報内容の真偽判

別は難く、また、電子商取引等では利用者のな

りすまし・文書の改変・手続途中での否認など

が容易に確認できることが必要です。電子申請

等においても、インターネット等を利用して個

人情報や公文書などを取り扱うことから、申請

者や公文書の真正を保証する認証基盤の構築

が求められます。 

 

 

④ 新市の情報化を統括する規範と機能整備 

実施項目 実施内容 

電子自治体推進体制の整備 全庁的な電子自治体推進を図るため、情報総括

責任者（ＣＩＯ）の設置や庁内の横断的な調整

や、職員への周知徹底のための各課情報化推進

リーダーの養成を行います 

必要となる条例規則の見直し 文書取扱い規則やそれらに付随する条例等の

規則を見直します 

事務実施マニュアルの整備 事務実施マニュアルを整備し行政事務の効率化

を図ります 
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（３） ２nd STEP：合併後に速やかに検討を進めて実施に導く事業 
２nd STEP では、住民生活に不可欠な行政機構として必要な機能の拡充を図ります。 

① 地域のニーズに沿った行政サービスの高度化に向けた環境と仕組みづくり 

実施項目 実施内容 

地域情報流通基盤の整備及び拡

充 
うるま市役所を中心に市内の小中学校、公共施設

等を光ファイバーなどの高速伝送路で接続し、住

民サービスの高度化や地域情報化推進のための

情報流通基盤ネットワークを整備します 
電子申請システムの整備 住民は、いつでも自宅や公共施設の情報端末か

らインターネットを経由して各種申請・届出な

どを行うことができます 

電子調達システムの整備 各部署からの物品調達等の要求に応じた調達担

当部署の商品選択・事業者選定・発注等の一連の

調達業務を電子化し、インターネットを通じた手

続きを実現することにより、調達業務の迅速化・

効率化を図ります。これにより事業者の事務負担

を軽減させ、調達への参加機会の拡充を図ります 

電子入札システムの整備 紙で行われてきた入札業務を電子化し、公示情報

の広告から、入札、開札、結果公開に至るまでの

一連の入札業務はインターネットを利用して安

全かつ公正に行えるようにします 

住基ＩＣカードの有効活用 住民票の写しなどの各種証明書の交付や施設

予約や公共施設での利用証の機能等の行政サ

ービス分野、健康保険・老人保健などの資格確

認等の福祉・医療分野、電子マネーや定期券等

の民間サービス分野等の多目的な利用が可能

になります 

行政相談システムの整備 住民が公共施設の情報端末を利用して、市役所

の職員と音声・映像でリアルタイムに対話する

ことができます 

行政情報システムの整備 公的個人認証基盤や住民基本台帳ネットワー

ク等の e-Japan 戦略に基づく電子自治体推進

施策を利活用し、行政サービスの高度化に向け

たシステムを整備します 

図書館システムの整備 既設の具志川市立図書館、石川市立図書館及び

勝連町立図書館の蔵書管理、貸出システムを統

合し、蔵書情報をホームページ及び公開端末で

公開し、市民からは、いつでも自宅や公共施設

の情報端末からインターネットを経由して図

書館の利用方法案内、図書の検索、貸出予約受

付を行うことができるようになります 
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実施項目 実施内容 

学校図書館システムの整備 各学校の学校図書館システムを整備し、蔵書情

報をホームページ上に公開します。住民から

は、いつでも自宅や公共施設の情報端末からイ

ンターネットを経由して図書館の利用方法案

内、図書の検索を行うことができるようになり

ます 

地域間デジタルデバイドの解

消策の検討 

民間サービスが進出しないブロードバンドへ

き地に対し、公共施設間の光ネットワークを活

用した住民向けのブロードバンドサービス（個

人向けＦＷＡ等）の提供を検討します 

 

 

② 地域の情報を発信・共有・収受するための環境整備・地域生活者の情報リテラシ

ーの向上 

実施項目 実施内容 

住民へのＩＴ講習会の実施 ＩＴ講習会等を実施し、住民のパソコンやインタ

ーネットの適切な操作、活用能力の育成を図りま

す。 

実施にあたっては、高齢者や障害者を考慮した

講習内容の多様化を図ります 

地域間情報格差の解消 地域間情報の格差を是正するために、情報機器

の基礎的な操作を学習する機会を継続的に行

います 

行政ＣＲＭ 住民が電話、インターネット（メール、Webブラ

ウザ）等を通じて、行政のポータルサイトやコー

ルセンターにアクセスをし、住民の声として情報

の提供を行います。 

行政では、収集した住民の声と行政ノウハウを

データベースで一元管理し、現状の内部事情

（予算、時間、職員ノウハウ等）により分析を

行い、インターネットやコールセンターを通じ

て住民へ適切/迅速な回答を行います 

映像配信システムの整備 うるま市で催されるイベントや観光情報及び

議会の動画映像を住民や観光客にインターネ

ット上でオンデマンドに配信するシステムの

整備を行い、地域ポータルサイトや総合観光ホ

ームページの充実を図ります。 
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実施項目 実施内容 

地域ポータルサイトの整備 ホームページにさまざまな情報への玄関口と

なるポータルサイトとしての機能を持たせる

とともに、誰もが使いやすいようにデザインし

ます 

総合観光ホームページの作成 うるま市の観光に関する情報が一目でわかる

ホームページを作成し、観光客の誘客を図りま

す。また、祭りやイベント等及び特産品を紹介

し地域の経済の活性化を図ります 

パブリックコメントの導入 行政が施策、制度等を決定する際に住民へ情報

公開を行い、住民から収集した意見や要望を取

入れる仕組みを整備するとともに、この制度を

市民へ周知します 

防災情報提供システムの整備 住民へ災害に対する心構えや準備、災害発生時

の対応方法や避難場所などについての情報提

供および災害発生時には災害の状況や対応状

況、避難勧告などについての情報を提供します 

在住外国人への情報提供 うるま市で生活する外国人が安心して暮らせ

るように他国語での情報を提供します 

インターネット利用環境の整

備 

体育館等の公共施設に住民の誰もが気軽に利

用できる情報端末を設置し、インターネットを

利用できる環境を整備します 

 

 

③ 情報共有と体系化による行政事務の効率化・職員の情報リテラシーの向上 

実施項目 実施内容 

職員の情報共有基盤の充実 
 

１st STEP の検討結果に基づいて職員の情報の

共有化による業務の質の向上、職員間での連携

をより一層向上させるため、機能の充実を行

い、庁内の更なる情報化を推進します 

行政評価システムの整備 国から地方自治体へ権限の移譲が進むなか、さ

らなる住民起点の取組みが必要となっており、経

済性・効率性・有効性といった観点から、政策お

よび事務事業について客観的に評価し、計画・実

施・評価・改善というサイクルを継続的におこな

う行政評価制度が必要となっています。 

行政評価をシステム上でおこなうことにより、

施策・事業の体系図作成や事業の改廃などの作

業を支援するとともに、インターネットなどで

住民に公開することを目的とします 
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実施項目 実施内容 

庁内ＬＡＮの改善 行政情報化のあらゆるシステムに柔軟に対応

が可能となるようにネットワークの整備に努

めていきます。また、既に LGWANとの接続は完

了し、今後、国や他の地方公共団体との文書の

やりとりが電子文書中心になるため、市の支所

や出先機関との接続を考慮した庁内 LAN の整

備充実を行います。 

個別業務の見直し 各システムの更改、連携、管理といった全体的

な効率化や改善事項等を検討します 

アウトソーシングの検討 データセンターによる施設のハウジングや各

種アプリケーションのＡＳＰサービスの利用

について検討します 

ナレッジマネジメントシステ

ムの導入 

住民と行政が互いの情報を共有し、共通の基盤

に立って開かれた町づくりを目指すことを目

的とします。個別システムメニューとして情報

公開システムや電子Ｑ＆Ａシステム等のメニ

ューを検討します。 

職員認証システムの整備 ＩＣカードや指紋などの認証により、データに

アクセスする職員の個人認証を厳密にし、アク

セス権限など各種属性の認証やログによる管

理を行います 

決裁基盤の整備 情報流通基盤を有効に活用し決裁基盤を整備

し、さらにその基礎上にフロントオフィスやバ

ックオフィス等を整備する事によって、行政シ

ステムを各庁舎で共通に運用できるようにし

ます 

 

 

④ 新市の情報化を統括する規範と機能整備 

 

 

 

 

実施項目 実施内容 

事務実施マニュアルの充実 行政事務の高質化に対応した事務実施マニュ

アルを整備します 

広域連携・アウトソーシングの活

用に向けた制度面の検討 
広域連携への対応や共同利用・アウトソーシン

グの活用に向けた制度面での検討を行います。 

共有基盤活用に向けた制度面の

検討 
情報流通基盤・職員認証基盤等の共有基盤の構

築にあたって、全庁的な活用に向けた制度面で

の検討を行います 
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（４） ３ed STEP：合併後の十全な検討をふまえた実施に導く事業 
３rd STEP では、住民、利用者にとって便利で価値のあるものの充実を進めます。 

① 地域のニーズに沿った行政サービスの高度化に向けた環境と仕組みづくり 

実施項目 実施内容 

地方税電子申告システム 住民や法人など、申請代理人となる税理士等に

よる申告書の作成や申告手続きを従来の書面

に加え、インターネット等を利用し電子的に行

うことができます 

介護予防支援システムの整備 葉書による問診結果により検診実施対象高齢

者を選出し健康診断の受診案内を実施します。

また、その健康診断の結果を基に、予防・指導

プログラムが組まれ、遠隔地にいる高齢者のも

とには、サーバより転倒骨折予防ビデオ等が配

信されるため、自分の筋力にあった運動ができ

ます。保健スタッフ側では高齢者の進捗状況や

運動モニタリングにより対面面談ができ個人

に応じた指導が可能です 

介護サービス情報連携システ

ムの整備 

市、住民、主治医、介護事業者（ケアマネージ

ャー・介護サービス提供事業者等）の間で地域

の介護情報を公開・共有し、「介護サービスの

質」の向上を実現します。医療と介護の連携し

たサービスにより要介護者一人一人の状況を

把握しケアプランを検討する地域全体で高齢

者を支える仕組みづくりにより最適な介護サ

ービスが実現できるようになります 

健康づくり支援システム 保健スタッフが高齢者の健康診断データより

生活習慣病リスク者を選出し、対象者への健康

づくりプログラムの案内を実施します。高齢者

はそのプログラム（禁煙、食事、運動、ストレ

ス）の問診に答えることで自分にあったプログ

ラムが実行できます。プログラムは対象者に応

じたスケジュールが組まれメールで自動送信

されます。プログラムの進捗状況は、保健スタ

ッフ側で確認・管理され、保健スタッフと高齢

者の連携により高齢者にとって規則正しい生

活が可能になります 

生涯学習支援システムの整備 住民は、いつでも自宅や公共端末からインター

ネットを経由して学習講座の案内や予約、コミ

ュニティー施設等で展示される作品の展示、サ

ークルなどの生涯学習の情報照会、申込登録が

できるようになり、住民の利便性を向上します 
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実施項目 実施内容 

学校教育支援システムの整備 デジタル教材を活用した教職員・学校間での情

報交換・情報共有、共通テーマでの研究などの

学校間・生徒間交流を推進します。また、テレ

ビ会議を利用した遠隔授業や学校間の合同授

業などを行います 

総合保健福祉システムの整備 総合保険福祉行政の充実と住民サービスの向

上を図るため、住民の健康診断データなど医

療・福祉情報を一元的に管理するシステムの整

備を進めます 

地域間デジタルデバイドの解

消策の実施 

地域間デジタルデバイドの解消策として公共

施設間の光ネットワークを活用した住民向け

のブロードバンドサービスを行います 

 

 

② 地域の情報を発信・共有・収受するための環境整備・地域生活者の情報リテラシ

ーの向上 

実施項目 実施内容 

情報公開システムの整備 各種情報のデータベース化により住民が知り

たい情報（公開情報）をいつでも簡単に入手で

きるシステムの整備を進めます 

農業情報の提供 気象情報や市況情報、病害虫情報などを入手する

ことができ、農業の推進を図ることができます。 

また、全国へ特産品をＰＲでき、にぎわいのあ

るまちづくりを推進します 

市況、市場情報の提供 市況、市場の情報を入手することができ、経済

活動の活性化を図ることができます 

気象情報の提供 農林漁業の生産活動に欠かせない気象情報を

関連機関と連携し提供します 

消費者への情報発信 本市の特産品や海産物を使った料理メニュー、

調理方法等を紹介し、地元の特産品の販売促進

を支援します 

 

 

③ 情報共有と体系化による行政事務の効率化・職員の情報リテラシーの向上 

実施項目 実施内容 

電子決裁システムの整備 事務の効率化と決裁の迅速化を図るため、電子

決裁システムを整備します 

アウトソーシングの有効活用 自治体事務の効率化を図るため民間事業者へ

のアウトソーシングを積極的に活用する 
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④ 市の情報化を統括する規範と機能整備 

実施項目 実施内容 

事務実施マニュアルの見直し 行政事務の高質化に伴い事務実施マニュアル

を見直します 

広域連携・アウトソーシングの活

用に向けた制度面の検討 
２nd STEP に引き続き広域連携への対応や共

同利用・アウトソーシングの活用に向けた制度

面での検討を行います。 

共有基盤活用に向けた制度面の

検討 
２nd STEP に引き続き情報流通基盤・職員認証

基盤等の共有基盤の構築について、全庁的な活

用に向けた制度面での検討を行います 

 

 

 



新市情報化のコンセプト ～新市の地域情報化事業の実施に向けた基本視座～

①地域のニーズに沿った行政サービスの高質化に向けた環境と仕組みづくり

②地域の情報を発信・共有・収受するための環境整備

③情報共有と体系化による行政事務の効率化

④新市の情報化を統括する規範と機能整備

⑤地域生活者および職員の情報リテラシーの向上

⑥地域生活者と行政のコミュニケーションの確立

（３） うるま市情報化の基本コンセプト ～調査・分析結果から、新市情報化コンセプトへの展開～

◎ ３つのキーイベント ～本計画の効果性を決する３つの特徴的施策～

【国による情報化施策動向】
・ITを積極的に活用した新たな行政の有り方と

行政サービスの高質化を示唆
・情報セキュリティの検討とその実践的な取り
組みの必要性と実施方法を提示

【県による情報化施策動向】
・情報通信技術の積極的活用による県民生活
の向上と自立に向けた取り組み

・「内発的情報交流圏」の確立

【他自治体における情報化の動向】
・地域住民の生活様式の変化に対応するため
に、”ＩＴ”を活用

【情報通信技術の動向】
・これまでの行政へのＩＴの積極的な適用に係
わる問題解決に寄与する新技術開発、導入

【情報化の現状調査について 】

●事務執行プロセスを見直しづらいシステム構成
●職員のIT関連スキル、創造性、問題意識や改善

意欲が発揮されにくく、事務執行に効果的に作用
しない運用フロー

●部門横断など水平的連携や情報共有を支えら
れない現行システム

●全庁的、長期的な情報化事業計画がない

【事務執行の現状調査】
●効果性が明らかでない情報化事業には消極的
●電子化された情報の活用は図られていない
●従来からある事務実施フローやシステム構造な
ど慣習に係わる依存度や忠誠心が高く、その改
善には否定的

●電子化された情報の取り扱いに係わる統一的
基準は未整備

【四市町の地域特性】

○古くから日常生活圏

としての強い結びつき

○人口は増加、世帯

人口は減少

○” ひと”の持つ豊かな

力を呼び覚まし、機能

させることが地域づく

りの基盤

【他自治体における行政運営の動向】
・住民満足度向上のために積極的に業務と
制度を見直し、外部機関や民間手法も活用

・方針的要素
・制度的要素 が併せて整ったことで、ＩＴの適用による
・技術的要素 効用が十分に機能することが可能に・・・

これを解決に導く
方向性を計画の

コンセプトとして抽出

１．新市における地域情報流通基盤ネットワークの構築

２．情報の有効活用と投資の効率化に配慮した新たな

行政情報システム構造への移行

【うるま市まちづくり方針から】
○高速大容量の通信網を基盤とした
情報化推進

○ＩＴの積極活用した行政サービスの
高質化

○市民の“ジリツ”を実現する環境と
仕組みづくり

○行政の横断的な連携による市民
サービスの充実

○財政状況と経済性を考慮した実施
方法と実施時期の十全な検討

【うるま市へのニーズ】
○質の高い行政サービスの市域
全体への展開受け

○広域化する市域内での地域間
格差の防止、是正

○住民へのいっそうの情報提供
の必要性

○市民のニーズを行政サービス
に反映するしくみづくり

３．情報化基本計画の実効性を高める環境づくり

【新市において地域情報化の目指すべきもの】
①人の豊かさと地域のポテンシャルを呼び覚ます情報交流空間の創造

②住民ニーズに即応する利便性が高く、機能的な行政サービス提供基盤の創出

【改善対象となる現状の総括】
○限界を迎える従来型の情報システム
○最適化に向かえない事務執行プロセス
○全庁的な計画や基準の未整備

両者の差分

を抽出・検証

住民参加 ⇔ 行政主導

双方向 ⇔ 片方向

機能的に ⇔ 固定的に

電子情報 ⇔ 文字情報

情報を活 ⇔ 情報を蓄
用する 積する

多様性 ⇔ 普遍性
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3rd STEP
合併後の十全な検討を
ふまえて実施に導く事業

2nd STEP
合併後速やかに検討を
進めて実施に導く事業

1st STEP
合併後速やかに実施すべき事業

情報化事業アクションプラン

新市の情報化を統括する規範と機能整備新市の情報化を統括する規範と機能整備

地域の情報を発信・共有・収受するための環境整備・地域生活者の情報リテラシーの向上地域の情報を発信・共有・収受するための環境整備・地域生活者の情報リテラシーの向上

地域情報化全体を支えるもの
今後の推進の足がかりとなるものの整備

地域生活者にとって便利で価値
あるものの充実

地域生活者に必要不可欠な行政
機構として必要な機能の拡充

情報共有と体系化による行政事務の効率化・職員の情報リテラシーの向上情報共有と体系化による行政事務の効率化・職員の情報リテラシーの向上

■議会映像システムの整備
■庁内一人1台のパソコン配置

■健康づくり、医療情報の提供
■福祉情報提供
■行政情報の提供
■ゴミ情報提供の整備
■電子会議室の整備
■携帯電話対応ホームページの作成

■文書管理システムの整備
■職員の情報共有基盤の検討
■職員の情報リテラシーの向上
■セキュリティ診断
■セキュリティポリシーの策定
■統合型GISの整備

■組織認証基盤、職員認証基盤の構築・整備に伴う取組み

■電子自治体推進体制の整備
■必要となる条例規則の見直し
■事務実施マニュアルの整備

■地域情報流通基盤の整備及び拡充
■電子申請システムの整備
■電子調達システムの整備
■電子入札システムの整備
■住基ICカードの有効活用

■行政相談システムの整備
■行政情報システムの整備
■図書館システムの整備
■学校図書館システムの整備
■地域間デジタルデバイド解消策の検討

■住民へのIT講習会の実施

■地域間情報格差の解消
■行政CRM
■映像配信システムの整備
■地域ポータルサイトの整備
■総合観光ホームページの作成
■パブリックコメントの導入
■防災情報提供システムの整備
■在住外国人への情報提供
■インターネット利用環境の整備

■職員の情報共有基盤の充実
■行政評価システムの整備
■庁内LANの改善

■個別業務の見直し
■アウトソーシングの検討
■ナレッジマネジメントシステムの導入
■職員認証システムの整備
■決裁基盤の整備

■地方税電子申告システム
■介護予防支援システムの整備
■介護サービス情報連携システムの整備
■健康づくり支援システム
■生涯学習支援システムの整備
■学校教育支援システムの整備
■総合保健福祉システムの整備
■地域間デジタルデバイド解消策の実施

地域のニーズに沿った行政サービスの高度化に向けた環境と仕組みづくり地域のニーズに沿った行政サービスの高度化に向けた環境と仕組みづくり

■情報公開システムの整備
■農林漁業情報の提供
■市況、市場情報の紹介
■気象情報の提供
■消費者への情報発信

■電子決裁システムの整備
■アウトソーシングの有効活用

■行政情報流通基盤の整備
■例規・議会会議録検索システムの整備
■公共施設予約システムの整備
■合併に伴う各システム統合に対する総括
■既存情報システムの最適化の検討

■事務実施マニュアルの充実
■広域連携・アウトソーシングの活用に向けた制度面の検討
■共有基盤活用に向けた制度面の検討

■事務実施マニュアルの見直し
■広域連携・アウトソーシングの活用に向けた制度面の検討
■共有基盤活用に向けた制度面の検討
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 資-1  

用語解説 

 

Ａ 

ＡＳＰ（Application Service Provider） 

各種業務用ソフト等のアプリケーションソフトをデータセンタ等において

運用し、インターネット経由でユーザー(企業等)が利用できるようにするサー

ビス提供者のこと。 

 

ＡＤＳＬ（Asymmetric Digital Subscriber Line） 

電話の音声を伝えるのには使わない高い周波数帯を使ってデータ通信を行

なう技術の一種。 一般の電話に使われている、1 対の電話線を使って通信す

る。「非対称(Asymmetric)」の名の通り、ダウンロードに使う電話局→利用者

方向(下り)の通信速度は最高１．５～４０Ｍｂｐｓ、アップロードに使う利用

者→電話局方向(上り)の通信速度は０．５～１Ｍｂｐｓ程度と、通信方向によ

って最高速度が違っている。 

 

Ｂ 

ＢtoＣ 

電子商取引(ＥＣ)の形態の一つ。企業と一般消費者の取引きのこと。インタ

ーネット上に商店を構えて消費者に商品を販売するオンラインショップ(電子

商店)が最も一般的な形態。 

 

Ｃ 

ＣＡＬＳ／ＥＣ 

(Continuous Acquisition and Life-cycle Support/Electronic Commerce) 

公共事業支援統合情報システムのことで、公共事業に関する情報を、標準に

基づいて電子化し、ネットワークを通じて伝達・共有・処理・加工・検索・連

携を可能とする環境の総称。平成１６（２００４）年度までに全ての国土交通

省直轄事業において実現するものとされている。 

 

ＣＡＮ（Community Area Network） 

自治会または小学校区域程度のコミュニティを単位に、地域に自前の広域Ｌ

ＡＮを構築し、各地域ＬＡＮをつなぎあうことにより、地域全体に整備される

分散型のネットワークを指す。 

 

 



 資-2  

ＣＡＴＶ（Cable Television） 

→ケーブルテレビ 

 

Ｄ 

ＤＳＬ（ Digital Subscriber Line）  

デジタル加入者線の略。電話用のメタリックケーブルにモデム等を設置する

ことにより、高速のデジタルデータ伝送を可能とする方式の総称。 

 

Ｆ 

ＦＴＴＨ（Fiber To The Home）  

各家庭まで光ファイバケーブルを敷設することにより、数十Ｍｂｐｓの超高

速インターネットアクセスを可能とするもの。 

 

Ｇ 

ＧＩＳ（Geographical Information System） 

デジタル化された地図(地形)データと、統計データや位置の持つ属性情報な

どの位置に関連したデータとを、統合的に扱う情報システムで、地図データと

他のデータを相互に関連づけたデータベースと、それらの情報の検索や解析、

表示などを行なうソフトウェアから構成される。データは地図上に表示される

ので、解析対象の分布や密度、配置などを視覚的に把握することができる。 

 

Ｉ 

ＩＣカード 

プラスチックカードの内部にＩＣ（集積回路）を埋め込んだもの。データの

記録や計算を行うことができ、偽造・変造がしにくいため、クレジットカード

や銀行カード、保険証、住民基本台帳におけるＩＣカードなどへの活用が拡が

りつつある 

 

ＩＤＣ（Internet Data Center） 

→インターネットデータセンター 

 

ＩＰｖ６（Internet Protocol version 6）  

インターネットの基盤となる通信プロトコルの次世代バージョン。現在使用

されている通信プロトコル「IPv4」に代わるものとして検討が進められている。

増加するインターネット使用者に対応して多くの端末を接続可能にするとと

もに、セキュリティの向上や、サービスに応じた確実な通信の保証などの特徴



 資-3  

を有する。 

 

ＩＳＤＮ（Integrated Services Digital Network） 

総合デジタル通信サービスの略。電話やデータ通信等のサービスを統合的に

取り扱うデジタル通信網。 

 

ＩＳＰ（Integrated Services Provider） 

インターネット接続業者のことで電話回線やデータ通信専用回線などを通

じて、顧客である企業や家庭のコンピュータをインターネットに接続するのが

主な業務。付加サービスとして、メールアドレスを貸し出したり、ホームペー

ジ開設用のディスクスペースを貸し出したり、オリジナルのコンテンツを提供

したりしている業者もある。 

 

ＩＴ（Information Technology）  

情報通信技術。この言葉の意味する範囲は広く、コンピュータシステムを構

成するハードやソフトの技術を指す場合もあれば、情報の活用の仕方を指す場

合もある。 

 

ＩＸ（Internet eXchange）  

インターネット･サービス･プロバイダ（ＩＳＰ）相互間を接続する接続点。

この相互接続により、異なるプロバイダに接続しているコンピュータ同士の通

信が可能となる。 

 

Ｊ 

ＪＧＮ（Japan Gigabit Network）  

国のギガビットネットワークのこと。全国の都道府県にアクセスポイントを

有し通信・放送機構が高度ネットワークの研究・開発を目的に供与している超

高速ネットワークである。 

 

Ｌ 

ＬＡＮ（Local Area Network）  

企業内やビル内、事業所内等の狭い空間においてコンピュータやプリンタ等

の機器を接続するネットワーク。 

 

ＬＧＷＡＮ（Local Government Wide Area Network）  

国と地方自治体を相互に接続する行政専用のネットワーク。国と地方自治体
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の組織内ネットワークを相互に接続し高度情報流通を可能とする通信ネット

ワークとして整備し、相互のコミュニケーションの円滑化と情報共有による情

報の高度利用を図る。 

 

Ｓ 

ＳＯＨＯ（Small Office Home Office） 

企業に属さない個人起業家や自営業者等が情報通信ネットワークや情報通

信機器を活用し、自宅や小規模な事務所で仕事をする独立自営型のワークスタ

イル。情報通信を活用した遠隔型のワークスタイルである「テレワーク」の一

形態と考えられる。 

 

Ｔ 

ＴＣＰ／ＩＰ（Transmission Control Protocol / Internet Protocol）  

インターネット等で用いられているネットワーク上でデータを交換する際

の通信規格（プロトコル）。本来はＴＣＰとＩＰという二つの別なプロトコル

のことであるが、二つをあわせてＴＣＰ／ＩＰと呼ばれることが多い。 

 

Ｖ 

ＶＯＤ（Video On Demand）  

利用者が見たい映像コンテンツを、見たいときに（オンデマンドで）見るこ

とが可能な映像コンテンツ配信の総称。蓄積型のインターネット放送などがこ

れに該当する。 

 

Ｗ 

ＷＡＮ（Wide Area Network）  

広域情報通信網という。企業等の本社と支社などのように、離れた場所にあ

るＬＡＮ（Local Area Network）どうしを結んだネットワークのこと。 

 

Ｗｅｂ（WWW：World Wide Web）  

ハイパーテキストによる情報検索システムのこと。一般的にはウェブと略さ

れる。 
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ア行 

アウトソーシング 

業務の一部を外部の業者に委託すること。例えばコンピュータシステムの開

発・運用・管理を外部の専門業者に委託すると、高度な技術を利用したり人的

費用を削減したりすることが可能になる。 

 

アカウント 

コンピュータやネットワークへのアクセス権のこと。 

 

アプリケーション 

コンピューターを特定の目的のために利用するためのソフトウェア。ワープ

ロソフト、表計算ソフトなどがある。 

 

インキュベート 

新しく事業を興す人たちに対し、資金、技術、ノウハウ等を提供してバック

アップする施設や機関。 

 

インターネット・サービス・プロバイダ 

→ＩＳＰ 

 

インターネット放送 

インターネットを経由して映像･音声情報を配信するシステム及びサービス

のこと。一つの映像･音声情報を多数の受信者に向けて配信することから、通

信と放送の中間領域に属するサービスであるとみなされこのように呼ばれる

が、ネットワーク上で受信者を特定して送信しているため、通常は放送法上の

「放送」とはみなされない。 

 

イントラネット 

ＴＣＰ／ＩＰを用いて接続される構内ネットワークの総称。 

 

カ行 

カテゴリー 

範ちゅうのこと。 

 

霞ヶ関ＷＡＮ 

各省庁のＬＡＮを結ぶ省庁間ネットワーク。平成９年１月に運用を開始して
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いる。 

 

基幹系業務システム 

情報システムのうち、業務内容と直接に関わる財務や販売などに関わるシス

テムのこと。自治体においては住民基本台帳や固定資産税システムなどが基幹

系業務システムにあたる。 

 

クライアント／サーバシステム 

ネットワークにおいて、クライアントと呼ばれるコンピュータがサーバーと

呼ばれるコンピュータに対してサービスを依頼するようなシステム。アプリケ

ーションをホストコンピュータで動かすホスト―端末システムと違い、処理の

一部をクライアントで行なうので入力に対する応答が速い。 

 

グループウェア 

コンピュータネットワークを利用して、複数の人間からなるグループでの情

報共有、およびそれらの相互作用を円滑化するソフトウェアの総称。代表的な

グループウェアの機能としては、電子会議室、ドキュメントデータベース、電

子メール、ワークフロー管理、スケジュール管理などがある。 

 

携帯情報端末 

日常的に持ち歩くことを想定して設計された小型のコンピュータ。個人情報

等を管理する電子手帳の機能に加えて、パソコンと連携することでデータベー

スとしての機能を持つものが多い。ＰＤＡ (Personal Digital Assistant)と

もいう。 

 

ケーブルインターネット 

ケーブルテレビ用のケーブルを用いて提供するインターネット接続サービ

スのこと。通常、高速で常時接続型のサービスが提供される。 

 

ケーブルテレビ 

同軸ケーブルや光ファイバケーブルを使ってテレビの番組を分配するシス

テムのこと。有線テレビともいう。近年ではインターネット接続サービスなど

の通信サービスも展開されており、ブロードバンドのネットワークインフラの

一つとして注目されている。 
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コールセンター 

電話やインターネットを通じて顧客からの問い合わせ・苦情・相談等への対

応を集中的に行うための施設。 

 

サ行 

情報家電 

家庭用の電化製品でネットワーク接続されるもの。パソコンなどの情報機器

も内包するが、むしろネットワーク接続型の音楽再生機器や家庭用ゲーム機、

白物家電等の従来ネットワーク接続機器とは考えられなかったものを指すこ

とが多い｡ 

 

情報インフラ 

情報ネットワークを実現するためのハードウェア基盤のことで、ネットワー

クを構築する際の通信回線や通信機器、料金体系などを指す。 

 

情報リテラシー 

コンピュータを利用して情報を処理したり活用したりする能力のこと。 

 

スタンドアロン 

ネットワーク接続されていないコンピュータ。 

 

セキュリティ（security） 

コンピュータ関連でのセキュリティとは、許可されていない第三者からコン

ピュータ内のデータや各種ネットワーク資源などを守ることを指す。 

 

総合行政ネットワーク 

地方公共団体間を相互に接続するとともに、国のネットワークである霞が関

ＷＡＮとも接続する広域的でセキュリティの高い行政ネットワーク。 

平成１４(２００２)年４月に都道府県・政令指定都市と接続を実現し、平成

１５(２００３)年度までにすべての市町村との接続を推進している。 

 

タ行 

地図情報システム 

→ＧＩＳ 
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データセンター 

インターネット上でデータの保管等のアウトソーシングを受け、データ等を

保管・管理するサービス。インターネットデータセンタ(ＩＤＣ)とも呼ばれる。

高度なセキュリティ環境を有し、サーバーやストレージ等を大量に保管・管理

する。 

 

デジタルスーパーコリドー 

情報通信関連産業振興に向けた段階的施策の一つで、デジタル・コンテンツ

系企業の集積を図り、デジタル映像制作の一大メッカを地域に築くことを目標

とする。 

 

デジタルディバイド 

情報通信技術の普及に伴い、それを使いこなせるか否かで、年齢、性別、地

域等において二極化が起こった状態。社会問題として認識されつつあり、この

問題を端的にデジタルディバイドと呼ぶ。 

 

デジタル放送 

デジタル信号を用いて放送する方式。また、その放送。高品質な放送が可能

で、既存のアナログ放送に比べて電波の利用効率が高い、コンピュータ等との

相互接続が容易等のメリットを有する。 

 

テレワーク 

ＩＴを活用した遠隔勤務型のワークスタイル。本社から離れた近郊の事務所

に出勤して仕事をする「サテライトオフィス勤務」、自宅で仕事をする「在宅

勤務」、携帯情報端末を利用して移動先でも仕事をする「モバイルワーク」な

どの形態がある。テレワークにより、通勤負担の軽減、労働生産性の向上、育

児・介護と仕事の両立、女性・高齢者・障害者の就業機会の拡大、交通代替に

よる二酸化炭素排出量の削減等が期待されている。 

 

電子会議室 

ホームページなどで、ネットワークを通じて意見の交換を行う仕組み。テー

マごとに会議室が設定されることが多く、登録制などで参加者を限定するケー

スもある。 

 

電子商取引 

インターネットを用いて財やサービスの受発注を行う商取引（いわゆるイン
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ターネットショッピング）の総体のこと。情報通信白書では、ＴＣＰ／ＩＰと

呼ばれる通信規格を利用したコンピュータネットワーク上での商取引全体を

指している。インターネット・コマ―スと同義。 

 

電子認証 

第三者が、ある電子署名が本人によって行われたことを証明することであり、

公開鍵暗号方式によるデジタル署名についていえば、第三者である認証機関が

デジタル署名に用いられる公開鍵の所有者の本人確認を行い、電子署名を発行

して証明することとなる。 

 

トレサビリティーシステム 

トレサビリティーの語源は、「トレース（追跡する）」と「アビリティー（可

能性）」をくっつけた造語で、例えば牛肉パックに表示された番号でその牛の

産地品種、性別、生年月日などの基礎データから、その牛がどんな飼料を食べ、

どんな予防接種を受けたのかの情報を開示する。 

 

ナ行 

ネットバンク 

インターネット銀行のこと。実店舗等はもたず、インターネット上で運営さ

れており、安価な手数料で少額決済が可能になる等のメリットを有する。また、

既存の銀行でインターネット上に店舗を開いている場合もあり、これを含む場

合もある。 

 

認証基盤（ＰＫＩ：Public Key Infrastructure）  

政府への申請・届出等の手続を電子的に行う際に、申請者等を認証すること

で安全性・信頼性を担保する国の仕組み。各地方公共団体においては、行政組

織を認証する「組織認証基盤」と、申請者個人を認証する「個人認証基盤」の

整備が求められている。 

 

ハ行 

ブロードバンド回線 

ＦＴＴＨ、ＤＳＬ、ＣＡＴＶをはじめとした高速･超高速アクセスを可能と

するもので、動画像等のデータのスムーズな伝送を実現する回線のこと。 

 

ポータルサイト 

サーチエンジン、ニュース速報、オンラインショッピング、掲示板(ＢＢＳ)
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等インターネット上の様々な情報が集約されたサイト。インターネット利用者

がウェブに接続した際に最初に訪れる「入り口(ポータル：portal)」となるた

めこのように呼ばれる。 

 

マ行 

マルチペイメントネットワーク 

地方公共団体等と金融機関との間をネットワークで結ぶことにより、利用者

がＡＴＭ、電話、パソコン等の各種チャネルを利用して公共料金等の支払がで

き、即時に情報が通知される仕組み。 

 

無線ＬＡＮ 

無線を使って構築されるのＬＡＮこと。 ２．４ＧＨｚ帯を使用したＩＥＥ

Ｅ８０２．１１ｂと呼ばれる規格が現在最も利用されている。また、この技術

を用いて、ＬＡＮだけではなく、無線インターネットスポット･サービスの提

供も進められている。 

 

無線インターネットスポット 

ホテル･レストランなどの店舗や、空港･駅などの公共空間で、無線ＬＡＮ等

の無線アクセス機器を設置し、高速インターネット接続サービスを提供してい

る場所のこと。 

 

ヤ行 

ユニバーサルサービス 

電話や電気のように社会生活の基本に係わるサービスを、全ての国民が均質

に、しかも適切な（経済的な）価格で利用可能であること。 

 

ラ行 

 

 

ワ行 

ワークフロー 

ある業務に関する作業の一連の流れ。たとえば一般の企業において、伝票は

起票者から上司へ、さらにその上司へというように、必要に応じて、あらかじ

め設定されたルートで回覧され、決裁される。このように、作業内容によって

定型化された一連の流れを指してワークフローと呼ぶ。 
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ワンストップ行政サービス 

一度の手続きで、必要とする関連作業をすべて完了させられるように設計さ

れた行政サービスで、例えば住民票の移動に際して、転出の届出と転入の届出

とを同時に行えるようにする。 

 

 


